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第５回 鳥取市市民自治推進委員会 

 

日時 平成２８年１２月２０日（火）10:00～12:00 

場所 市役所本庁舎 ４階第４会議室 



いなば西郷むらづくり協議会 

— 元気な西郷をつくろう— 

≪概要≫ 

鳥取市河原町の中山間部に位置する西郷地区は、11 集落が

点在する緑豊かな地域であるが、地域課題解決のために自分

たちで何が出来るか行動しようと動き始め、平成21 年12 月6 日

に西郷地区の活性化を目指す自主的な団体として、「いなば西

郷むらづくり協議会」が発足した。 

いなば西郷むらづくり協議会では、協議会の統括や運営を行

なう「運営委員会」（役員会）と、協議会を展開するために、広報

部・福祉健康部・文化部・環境部・農林部・やどかり部の 6 つの部

会を設けている。 

≪設立の趣旨≫ 

いなば西郷むらづくり協議会は、西郷地区に住む人がその地域の身近な課題解決に向けて、互いに協力し

ながら、主体的に実現を図ることを目的に魅力ある住みよい地域づくりを目指します。 

≪設立の背景≫ 

 自然環境の悪化 

耕作放棄地が増え、農地の荒廃が目立つと共に鹿やイノシシなどの獣害が増えてきている。また、河川

の汚染が進み、葦などが繁茂し、水中の生き物が少なくなっている。 

 生活環境の不便さ 

公共交通のバスが運行されていますが、利用者の減少とともに、便数が減ることが危惧されている。 

 集落機能の弱体化 

高齢化と少子化により、集落の行事や防災体制の維持が困難になっている。 

 公共公益機関存続への危惧 

人口減少や少子化により小学校、保育園、郵便局の存続が危うくなりつつある。 

 

多くの課題はあるが、平成 22 年 2 月に行った小学校 4 年生以上の全住民を対象に行ったアンケートの結

果は、回答率は 76％と高い関心が示されており、内容も建設的な提案が多く、住民の郷土に対する熱い想い

がある。また、協議会への期待

の声もく寄せられ、住んでいる

人々が生き生きとした、明るい西

郷を目指して、全住民が参画し

「西郷って良いところだな、とみ

んなが思う地域づくり」を目指し

ている。 

資料１



いなば西郷「工芸の郷」構想 

１．西郷地区の現状 

平成 21 年に「いなば西郷むらづくり協議会」を設立以来、地域の隠れた資源を差発見する「ギャラリーあっ

ちこっち：西郷まるごと博物館」の開催、県のスーパーボランティア制度を活用した「」西郷せせらぎ遊歩道」の

整備、多面的機能交付金を地区の取り組みにまとめた「西郷農地水守り隊」の結成など、様々な地域活性化

策に取り組んでいる。 

地域内には３つの窯（牛の戸焼、因州中井窯、やなせ窯）をはじめ、ガラス工芸、木工芸など多くの工芸作

家が活躍している。 

２．経緯 

平成２５年、やなせ窯の白磁作家、前田昭博氏が人間国宝に認定され、知事・市長・商工会議所頭取等と

の面談で、地区の現状を踏まえ西郷を「ものづくりの郷」にしたいとの思いを語られました。 

本市では、「鳥取市創生総合戦略」、「第１０次鳥取市総合計画」で工芸村を開設し、移住定住、地域活性化

を図ることを記述している。 

３．郷づくりの目的 

“地域の特色を生かして地域課題を解決するために！” 

○ 年ごとに増えていく空き家の活用 

○ 少子高齢化が進む地区内への移住定住（若手工芸作家の移住を起爆剤に）の推進 

○ 多くの工芸作家が創作活動する他にはない地域の特色の発揚 

○ 工芸を中心とした文化芸術活動を通じて、移住または一時滞在した工芸作家等との地域住民との交流

と賑わいの創出、地域住民への独自性を持った文化芸術の浸透 

○ 一時滞在施設としての民泊や湯谷温泉施設の更なる活用による地域経済の活性化 

４．推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根県雲南市視察 報告（概要） 
視察日：平成２８年１１月 

視察先：島根県雲南市 「入間コミュニティ協議会」・「波多コミュニティ協議会」 

 

≪雲南市の状況≫ 

 他市に先駆け小規模多機能自治による住民主体のまちづくりを実践 

 歯止めのかからない人口減少と、全国平均を２５年先行する高齢化率（36.8%）⇒日本の近

未来の縮図 

 地域人口と人々のネットワークの関係を見ても、人口減少・少子高齢化は地域社会の崩壊を

招く 

 概ね小学校区で広域的な地縁組織を編成 

 地縁組織に目的型組織、属性型組織を加え、地域自主組織として立ち上げ＝小規模多機能自

治の実践 

 自治会の１世帯１票制から、一人１票制へ変換 

 公民館から社会教育法の適用を除外し「交流センター」とし、公設民営の指定管理制度を導

入 

 平成２５年度からは地域自主組織と活動拠点の一体化を図る 

 地域自主組織が住民自治の中核であり、NPO 法人等は自治を補完する役割 

 地域自主組織と行政はまちづくりのパートナーとして対等な立場 

 地域自主組織と行政は「円卓会議方式」。実際に円形に座って様々な立場から議論する。 

≪波多コミュニティ協議会≫ 

 波多地区人口３３７、世帯１５３ 高齢化率４９．７１ 自治会数１６ 

 平成２５年度から交流センター職員をコミュニティ協議会が直接雇用 

 波多温泉「満壽の湯」、キャンプ場「さえずりの森」運営・・・職員も直接雇用 

 重要分野を、①防災 ②買い物 ③交通 ④産業 ⑤交流 の五に絞り活動 

 防災・・・協議会内に地区の防災対策本部を設置し毎年防災訓練を実施 

 買い物・・・交流センター内に商店「はたマーケット」を開設。マーケットの運営は波多交

流センター職員が実施 

 ③交通・・・地域内交通「たすけ愛号」による、高齢者等の地域内無料送迎 

 ⑤交流・・・毎週水曜日、交流センターに喫茶デーを設け、引きこもり防止対策、安否確認

を実施 

≪入間コミュニティ協議会≫ 

 入間地区人口２７２、世帯１１４ 高齢化率５３．４６ 

 交流センターを中心としたまちづくり（早稲田大学生と共に施設改修を検討） 

 交流センターを宿泊できる研修施設に 

 多くの視察者が入間コミュニティセンターに宿泊 

 田舎料理体験や林間学校にも活用 

 高齢者教室など生涯学習事業を実施 

 高齢者閉じこもり防止対策として、カフェあいあい・あいあいランチ を実施 

 交流センターで高齢者向け地区サロンを開設 

 



平成28年1月14日

島根県雲南市
（政策企画部地域振興課）

小規模多機能自治による
住民主体のまちづくり
～雲南市の地域自主組織～

00002852
スタンプ



• 平成16年11月1日、６町村で合併し、「雲南市」誕生。

■ 面積 ５５３．４ｋ㎡ （東京２３区の約９割）
■ 人口 ４１，９２７人 （平成２２年国勢調査）

雲南市の概要
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出雲市●

島根県

●松江市

島根県

出雲市

雲南市

松江市

島根県

中山間地域で、

全域が過疎指定
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file://///FILESV2_P/DATA/GYOUSEI/SHINKOU/市町村課/個人用ファイル/馬場康行/平成１４年度/合併/リレーシンポ/島根県/合併の状況/H14.7現在/市町村合併の取組み状況 .doc
http://www.daikonshima.or.jp/
http://www.daikonshima.or.jp/
http://www.daikonshima.or.jp/
http://www.daikonshima.or.jp/


雲南市のまちづくりの基本姿勢

雲南市まちづくり基本条例（平成20年11月1日施行）より

（前文抜粋）

～中略～

「まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです。

ここに、市民、議会及び行政がともにこの理念を共有し、協働のまちづくりをすすめるた
め、雲南市まちづくり基本条例を制定します。」

（目的）

第１条 この条例は、雲南市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その
基本となる事項を定め、協働のまちづくりをすすめることを目的とします。

→ 雲南市のまちづくりの基本 ＝ 「協働のまちづくり」

そのためには ⇒ 市民が主体的に関わることが必要。
市民が主体的に関わる ＝ 「住民自治」

～協働のまちづくり～

2

「協働のまちづくり」をまちづくりの
基本に据えている点が重要！

ここからどのようにして
「協働」の仕組みを整えるか…
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地域自主組織の設立経緯

コミュニティ･住民自治プロジェクト報告書
新市建設計画

雲南市発足

地域自主組織
設立

H17
～H19

H16.11

H19 総合計画策定

H20 まちづくり基本条例施行

H15

H16

地域自主組織を位置付け

◆ 集落機能を補完する新たな自治組織の確立

◆ 地域の主体性に基づく組織化が進むような環境づくり



基本的な仕組み
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地域の経営体
（住民自治のプラットホーム）

住 民 ・ 各種団体

会長

副会長

事務局
監査

機関
理事会等

○
○
部
会

小規模多機能自治 組織

○
○
部
会

○
○
部
会

○
○
部
会

目的型組織

地縁型組織

自治会 町内会

ＰＴＡ

属性型組織

女性グループ

高齢者の会

消防団

営農組織

文化サークル

概ね（小）学校区域で
あらゆる団体が結集

地域の総力を結集し、
地域課題を自ら解決！

“１世帯１票制”
ではなく

“１人１票制”
～考え方～



地域自主組織（一覧）
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・Ｈ１９年度に市内全域で結成完了

・住民発意により発足

■地域自主組織数＝３０組織

■拠点数＝３０交流センター

※H19.9.30、新市いきいき会が

市内最後の自主組織として発足。

（当時４４組織目）

※H22.4.1、掛合地区で３つのコミュ

ニティが１つに統合。

（市全域で４２組織に）

※民谷分校の閉校を契機に、

H26.1.21、民谷地区振興協議会

が吉田地区から分離独立。

（当時４３組織目）

※加茂町では14組織を一本化し、

H27.3.8、加茂まちづくり協議会が

発足。（市全域で３０組織に）

H26.10.31現在
町 № 地域自主組織名 拠点施設名 人口 世帯 高齢化率 面積km2

1 大東地区自治振興協議会 大東交流センター 3,768 1,241 31.8% 14.68
2 春殖地区振興協議会 春殖交流センター 2,256 685 32.8% 12.01
3 幡屋地区振興会 幡屋交流センター 1,576 463 33.9% 13.61
4 佐世地区振興協議会 佐世交流センター 1,698 492 34.9% 14.72
5 阿用地区振興協議会 阿用交流センター 1,233 395 33.3% 11.68
6 久野地区振興会 久野交流センター 625 208 41.3% 28.41
7 海潮地区振興会 海潮交流センター 1,769 549 37.8% 38.36
8 塩田地区振興会 塩田交流センター 166 66 50.5% 18.76

10 八日市地域づくりの会 八日市交流センター 956 411 38.4% 1.09
11 三新塔あきば協議会 三新塔交流センター 1,074 381 39.2% 1.20
12 新市いきいき会 新市交流センター 583 195 38.4% 0.85
13 下熊谷ふれあい会 下熊谷交流センター 1,004 383 27.3% 2.57
14 斐伊地域づくり協議会 斐伊交流センター 2,178 703 24.9% 5.48
15 地域自主組織　日登の郷 日登交流センター 1,577 482 35.3% 20.77
16 西日登振興会 西日登交流センター 1,148 338 37.1% 13.15
17 温泉地区地域自主組織　ダム湖の郷 温泉交流センター 503 172 46.4% 18.96

1,889 31.3% 30.91
加
茂
町

9 加茂まちづくり協議会 加茂交流センター 6,112

大
東
町

木
次
町

18 三刀屋地区まちづくり協議会 三刀屋交流センター 2,581 956 27.9% 4.95
19 一宮自主連合会 一宮交流センター 1,985 624 32.7% 16.91
20 雲見の里いいし 飯石交流センター 804 258 38.0% 13.48
21 躍動と安らぎの里づくり鍋山 鍋山交流センター 1,461 449 36.8% 23.84
22 中野の里づくり委員会 中野交流センター 572 215 42.2% 23.50
23 吉田地区振興協議会 吉田交流センター 1,081 393 41.7% 58.05
24 民谷地区振興協議会 民谷交流センター 173 54 43.1% 15.00
25 田井地区振興協議会 田井交流センター 638 213 38.9% 40.93
26 掛合自治振興会 掛合交流センター 1,558 550 33.0% 20.61
27 多根の郷 多根交流センター 502 167 41.1% 12.70
28 松笠振興協議会 松笠交流センター 354 112 39.2% 18.82
29 波多コミュニティ協議会 波多交流センター 348 155 49.3% 29.28
30 入間コミュニティー協議会 入間交流センター 282 118 48.1% 28.09

計 40,565 13,317 34.1% 553.37

掛
合
町

三
刀
屋
町

吉
田
町
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地域自主組織（一覧）

■人口規模
２００人弱～６０００人程度
（平均約１３５０人）

■世帯数
６０弱～１９００世帯程度
（平均約４４０世帯）

■面積規模
０.８５～７３km2程度
（平均約１８.４５km2）

■人口密度
１０～９２５人/km2程度
（平均１９３人/km2）

加 茂 地 区



拠点施設の確保／組織との一体化（雲南市）

幅広い市民活動の拠点
地域自主組織
の活動拠点

企画・
指導・
支援

雲

南

市

（
所
管

市
長
部
局
）

・指
定
管
理
料

・地
域
づ
く
り

活
動
交
付
金

地

域
自
主
組
織

地域づくり担当職員による支援

・常
勤
２
名
＋
非
常
勤
数
名
（標
準
）

★
全
て
地
域
自
主
組
織
で
雇
用

交
流
セ
ン
タ
ー

H22年度～
↓

一
体
化

移

行 ↓
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地域福祉 生涯学習

地域づくり

主要３本柱

安心安全

の確保

歴史・文化

の活用

持続可能性

の確保

H25年度～
●地域福祉も一体化
●地域雇用へ移行

公
民
館

自
主
事
業

市
の
事
業

館
長
（市
が
任
命
）

主
事（協

議
会
が
任
命
）

公民館

雲

南

市

（
所
管

教
育
委
員
会
）

活動
補助金

利用

参加

参加

地

域

住

民

企画・
指導・
支援

生涯学習
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地域同士の学び合い・高め合いの場
～地域自主組織取組発表会～

地域の方々が、相互に活動を紹介し合う場
… 年２回に分けて発表



（平成25年度からの概念図）

9

市

議会

自主
組織

自
治
会

部局

部局

部局

部局

部局

部門

部門

部門

部門

部門

各
部
門
横
断
会
議

■平成２５年度から、「地域円卓会議」を本格導入

※地域と「直接的に・横断的に・分野別で」協議

地域と行政の協議の場

具体的方法



地域
自主組織

地域
自主組織

地域
自主組織

地域
自主組織

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

NPO法人
まちづくりG

行政
パートナー

10

意識改革
（市民はまちづくりのパートナー）

○住民自治の中核＝地域自主組織

市民と行政が垂直的関係から水平関係に
（統治的） （協働）

生命と神話が息づく 新しい日本のふるさとづくり

まちづくりの基本理念（共通の目標）

協働のまちづくり

○NPO法人・まちづくりG＝自治を補完
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「まめなか君の水道検針」 「守る君のまかせて支援事業」

市水道局との委託契約で

検針機会を利用し、

毎月、全世帯を訪問、声かけ。

２４時間体制で

要支援者の見守りと

ＳＯＳを受信

躍動と安らぎの里づくり鍋山

安心生活見守り事業事例①



笑んがわ市

12

中野の里づくり委員会

産直コーナー 憩いのコーナー

事例②



笑んがわ市

13

中野の里づくり委員会

・平成２２年１０月にＪＡが閉店し、空き店舗の活用を地域で検討。

・平成２３年６月、産直市＋サロン機能の「笑んがわ市」をオープン。

・毎週木曜日、午前１０時～午後２時まで営業。

・産直コーナー：地元の野菜、ＪＡ果樹センターの果物、漁港からの鮮魚
販売、パンの移動販売、生協、包丁研ぎ等、売り手が集まっている。

・憩いのコーナーは、２００円を支払えば誰でも手作りのお茶請けやコー
ヒーが飲食可能で、地域内外の人たちの楽しい交流の場となっている。



うしおっ子ランド
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海潮地区振興会

地域住民による預かり保育
・公立幼稚園の放課後に、地域住民が公
立幼稚園を借りて預り保育を実施。
・幼稚園終園後の14時～18時（春・夏・冬
の長期休暇は8時～18時）まで開所。
・平成26年現在、一時預かりを含め 12人
が利用（日・季節ごとで変動）。
・スタッフは常勤２名、補助者５名。
・昭和40年から、春・秋の農繁期のみ公
民館等で季節保育所を開設し、農家等
の子育て支援を行ってきた。
・地区内にある公立幼稚園が改築される
タイミングに合わせ、その幼稚園の中に
子育て相談室の設置を行政に要望して
実現。海潮中学校ボランティア部との交流

事例③



深野神楽こども教室

15

田井地区振興協議会

伝統・文化×次世代育成
・平成１５年から伝統文化の伝承の一環とし

て、「深野神楽こども教室」を公民館事業と

して開講。

・月に２回の練習、公演機会は年１０回程度。

・神楽笛も子どもたちが行う。

・神楽が好きな子は、保育所から中学校まで

11年間継続。

・高校生から大人と一緒に深野神楽団へ。

・神楽を中心とした郷づくりにより、地域の大

人たちが次世代を担う子どもたちを育てる

意識が醸成。

・神楽をしたいが為に、大学卒業後にＵターン

する人も！

事例④



宿泊・交流活動

16

入間コミュニティー協議会

廃校活用による交流活動

・旧入間小学校を入間交流センターに改修。

（大学・学生との連携）

・通常の交流センターの機能に加え、

宿泊、食事提供機能を付加。

・料理の質も高く、年々宿泊者数が増加。

H25年度 宿泊者数５００人弱

H26年度 宿泊者数９００人弱

・スクールバスで帰ってきた小学生が帰りに「た
だいま」と寄り、宿題をしたりして保護者の迎え
を待つ。

事例⑤



17

・地区内唯一の小売店の撤退を受け、
交流センター内に、「店舗」開設。

・全日本食品㈱と連携し、豊富な品揃え。

・拠点を活かし、地域自主組織が運営

・サロン機能もあり、買い物客は無料送迎。

波多交流センター

はたマーケット（買い物支援）
波多コミュニティ協議会

事例⑥





全国の自治体等

課題への対応策

・取り組んでいる
・これから…
・関心がある

小規模多機能自治推進ネットワーク会議

様々な推進上
の課題

・税制面
・財政面
・規制面
・法人制度等

・組織づくり策
・拠点づくり策
・人材確保策
・人材育成策
・条例整備策等

内
的
要
因

外
的
要
因

状況・
課題
の共有

推進

全国的にネットワーク化
（情報共有・連携）

ＭＬ情報交換
ブロック会議

19

４５都道府県内
の１９８会員
（H28.1.1現在）

H27.2.17
142会員で発足



推進上の課題

20

●被雇用者の増加

●会計規模の増大

●公益的経済活動の増加

■雇用責任の明確化

■事業責任の明確化

■税制上の扱い

適する法人格

の取得が必要
＝



わたしたちの雲南市には

実にさまざまな幸があふれています。

美しい日本の原風景、自然の幸。

神話に彩られた史跡や文化遺産…歴史の幸。

毎日が新鮮、たわわな食の幸。

そして親（ちか）しく交わされる笑顔、人の幸。

変化が求められる時代に、

これだけの幸に恵まれた幸運に感謝して

このまちに生まれ、育ち、暮らすことに誇りを持ちたい。

幸運なんです。雲南です。

（ブランドメッセージ）



資料３

　

章、条の見出し 条文 市民自治推進委員会意見

前文
　鳥取市は、唱歌「故郷（ふるさと）」の情景をほうふつとさせる
緑豊かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に
恵まれています。
その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを
受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんで
きました。
そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越
えて、今日まで生活を営んできました。
私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝し
ながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長
し、心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなけ
ればなりません。
　そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとり
が自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要で
す。
このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、
自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てな
がら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。
ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が
尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定しま
す。

　前文
　第１章　総則（第１条－第３条）
　第２章　自治の基本理念（第４条）
　第３章　自治の基本原則（第５条・第６条）
第４章　自治を担う主体の責務等
　　第１節　市民（第７条・第８条）
　第２節　議会（第９条・第１０条）
　第３節　市長及び市の職員（第１１条・第１２条）
第５章　コミュニティ（第１３条）
第６章　市政運営（第１４条－第２３条）
第７章　市民意思の表明及び尊重（第２４条－第２６条）
第８章　国及び自治体等との連携及び協力（第２７条）
第９章　市民自治推進委員会（第２８条）
第１０章　条例の見直し（第２９条）
附則

自治基本条例　見直し検討ワークシート

平成２４年度検討概要
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章、条の見出し 条文 市民自治推進委員会意見

第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするととも
に、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と
協働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊か
な地域社会の創造に資することを目的とします。

（定義） 第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによります。
⑴　市民　市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市
内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。
⑵　執行機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
⑶　市　議会及び執行機関をいいます。
⑷　参画　市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価まで
の各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。
⑸　協働　市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主
体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。
⑹　コミュニティ　地域又は共同体意識を基盤としたつながりのも
とで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行う
ものをいいます。

（１）「市民」の定義について、外国人の位置づけを
どのようにするか。
（４）『意思決定に関わること』という所が、わかり
にくいように思う。

（条例の位置づけ） 第３条　この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、
他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を
尊重します。
２　市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最
大限に尊重します。

第２章　自治の基本理念

第４条　市民及び市が自治の主体であることを基本とします。
２　市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。

第３章　自治の基本原則

（参画及び協働の原則） 第５条　市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼
関係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。
２　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市
政に関し、参画及び協働の機会を保障します。
３　市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受け
ることがないように配慮します。
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章、条の見出し 条文 市民自治推進委員会意見

（情報共有の原則）

第６条　市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづく
りに関する情報を積極的に共有します。

　市民と市とは一方通行でなく双方向の関係が重要と
されている。
　そこで現在各地区の自治会等まちづくりを志向して
いる人たちが抱えている問題、課題、要望等、情報の
入手はどのように行われているのだろうか。
　様々な政策を決定する課程で、策定委員会、審議会
等は地域住民のニーズの把握はしっかりと行われて政
策決定に活用されているのだろうか。そしてその情報
の共有の実際はどのようになっているのだろうか。ま
た、そこに当委員会が関わり、支援すれば住民の意志
に沿って前進することになるのではないか。

第４章　自治を担う主体の
責務等

第１節　市民

（市民の権利） 第７条　市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲
げる権利を有します。
（１）まちづくりに参画し、協働すること。
（２）市が保有する情報を知ること。
（３）行政サービスを受けること。

（市民の責務） 第８条　市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げ
る責務を負います。
（１）まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行
動に責任を持つよう努めること。
（２）行政サービスに伴う負担を分任すること。

第２節　議会 （議会の役割及び責務）
第９条　議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立
案及び市政への提言を行います。
２　議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行
うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努め
ます。
３　議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性
が高く、開かれた運営に努めます。

・３項に係る「議会活動に関する情報提供」につい
て、議員の責務を更に明確化する必要がある。
・具体例としては、議会基本条例等の制定を議員自ら
の責任のもとに制定する必要がある。
・この度の市庁舎建設問題に関しても、一応の民主的
手続きに基づき取り扱われてきてはいるが、その重要
性に鑑み、議会としての市民に対する検討段階からの
情報提供が不十分であったとのそしりは免れない。

（議員の責務） 第１０条　議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすた
め、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自
己研さんに努めます。
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章、条の見出し 条文 市民自治推進委員会意見

第３節　市長及び市の職員 （市長の役割及び責務）
第１１条　市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠
実な市政の執行に努めます。
２　市長は、市の職員（以下「職員」といいます。）を適切に指揮
監督し、効率的な市政運営に努めます。
３　市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った
人材の育成を図ります。
４　市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政
サービスの提供に努めます。

（職員の責務） 第１２条　職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、
誠実かつ能率的な職務の遂行に努めます。
２　職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。
３　職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努め
ます。

第５章　コミュニティ 第１３条　市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果た
すことを認識し、コミュニティを守り育てます。
２　市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。
３　コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に
向けて取組を進めます。
４　市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援
を行うよう努めます。
５　市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づ
け、その充実及び強化に努めます。

　コミュニティ活動の拠点施設として地区公民館を位
置づけている。私は拠点はもっと柔軟に考えても良い
のではないかと思う。
　地域についても学校区、自治会等に定めなくても、
日常の生活圏域等実態に合った範囲で良いと思うが、
どうだろう。
　そこで拠点は「地区公民館及びその他それぞれの地
域における集会所等」としてはどうだろう。

第６章　市政運営

（市政運営の原則） 第１４条　市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の
機会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを
基本とします。
２　市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、そ
の達成の状況について、公表します。
３　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。

（総合計画） 第１５条　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画
（以下「総合計画」といいます。）を策定します。
２　市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結
果及び達成状況を公表します。

　２項の総合計画を常に検討と見直すことについて
は、表現を改めて、実態に合わせる検証、改正が必要
と考えています。

（財政運営） 第１６条　市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財
政状況を公表しなければなりません。
２　市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させる
よう努めます。

（組織） 第１７条　市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機
能的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。
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（情報の公開及び提供） 第１８条　市は、その保有するまちづくりに関する情報について、
積極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。
２　市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じな
ければなりません。
３　前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別
に定めます。

　現在、どのような内容の情報公開が求められている
のか、よく分かりませんが、企業や事業者が営利目的
から情報公開を求めたような場合でも、対応する必要
があるのかどうか、議論の余地があるように思いま
す。
　市民の知る権利を保障するといえども、それは、公
共の福祉のために利用されるとゆう認識が前提ではな
かろうかと思われるからです。

（個人情報の保護） 第１９条　市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよ
う、その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。
２　前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項
は、別に定めます。

（行政手続） 第２０条　市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を
図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。
２　市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査
基準を定め、公表しなければなりません。
３　前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別
に定めます。

（行政評価） 第２１条　執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立か
つ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部
評価を取り入れます。
２　執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。

（附属機関等の委員の選
任）

第２２条　執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下
「委員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委
員について、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる
場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

（説明責任） 第２３条　執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程に
おいて、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明
しなければなりません。

第７章　市民意思の表明及
び尊重
（意見等への対応） 第２４条　執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等（以

下「意見等」といいます。）に対して、迅速かつ的確に対応しま
す。
２　執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調
査し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよ
う努めます。
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（市民政策コメント） 第２５条　執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策
定及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に
関する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要す
る場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
２　執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表し
ます。
３　前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、
別に定めます。

・常設型住民投票条例へ改革する。
市民のニーズは多様化・複雑化してきており、市政の
重要事項については、二元代表制を補完する立場か
ら、直接市民の意思が反映できるシステムの構築が必
要
・検討に当たっては、自治基本条例の制定時と同様に
議会との協働による取り組みが重要である。
今般、市庁舎の耐震移転問題で、住民からの住民投票
の動きがあり、マスコミでも取り上げられていること
から、住民投票についての市民の関心は大変高まって
いると思われます。
　それに伴い、住民投票が認められる「住民」をどう
捉えればよいのか、議論があるところと思われます。
　具体的には、住民税等を納めている永住外国人に
も、条例制定請求権を認めるのかどうか、議論が分か
れるところと思われます。
　元々、住民投票は、地方自治法第７４条による「有
権者による直接請求権」を具現するものであり、さら
に、同法第１２条により条例制定請求権は、「日本国
民たる住民に認められた権利」であること等を十分考
慮する必要があるように思われます。
常設型とするか非常設型とするか
　本県においても、一部の地方公共団体（北栄町）で
常設型の住民投票制を設けているところもあり、議論
があるところかと思われます。
　本県の１/３の人口規模を抱える本市の政策範囲
は、多岐・他分野にわたり、その政策推進の裏付けと
なる予算措置等は膨大なものです。
　また、地方自治体の意思決定は、議会が最終決定す
るところであり、議会が最高決定機関となっていま
す。
　常設型は、議会運営や議会の存在そのものが軽視化
される懸念があり、かつ、多額な費用が必要となりま
しょう。
　本市の場合は、現在どおり、重要な案件ごとに条例
で個別対応した方が、適切と思われます。

・投票資格者について、年齢や在日外国人をどうする
か。他市の事例も参考に。

第２６条　市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその
都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができま
す。
２　前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、
投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定
めます。
３　市は、第１項の規定による住民投票を実施した場合は、その結
果を尊重しなければなりません。

（住民投票）
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第８章　国及び自治体等と
の連携及び協力

第２７条　市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であるこ
とを踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために
自治の確立に努めます。
２　市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通す
る課題の解決に努めます。

第９章　市民自治推進委員
会

第２８条　市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会（以
下「委員会」といいます。）を設置します。
２　委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び
審議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。
３　委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別
に定めます。

　地域におけるコミュニティ活動の実情を調査するた
め、出来る限り地区の自治会が開催する集会に出席
し、情報を入手し実効があがる活動を支援し、本市と
市民の参画と協働の実際を市長に報告する仕組みにし
てはどうだろうか。

第１０章　条例の見直し

第２９条　市長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ご
とに、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市に
ふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
２　市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必
要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。
３　市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行
うに当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じま
す。

「４年を超えない期間ごと」に見直す規定について、
現行のままでよいか。

附則

この条例は、平成２０年１０月１日から施行します。



平成２５年３月２１日 
 

 
鳥取市長 竹内 功 様 

 
 
                    鳥取市市民自治推進委員会 
                    委員長 大久保 良隆  
 
 

鳥取市自治基本条例の見直しについて（答申） 
 
 
平成２４年９月２８日付け発企協第４３３号で諮問のあった鳥取市自治基本条例の見直し

について、別紙のとおり答申します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 

 

 

鳥取市自治基本条例の 

見直しに係る答申書 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月２１日 

鳥取市市民自治推進委員会 

 
 



１ はじめに 

 鳥取市は、自治を担う「市民」と「市」がそれぞれの特性を生かしながら協働してま

ちづくりを行うための基本ルール「鳥取市自治基本条例」を、平成２０年１０月１日に

施行しました。 
 本条例第２９条には、定期的な条例の検討とその結果による必要な措置について、制

度として保障しており、条例施行日から４年を超えない期間ごとに、この条例の各条項

が本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討することが規定されてい

ます。そのことから、鳥取市市民自治推進委員会は、平成２４年９月に市長からの諮問

を受け、第５回から第１１回まで計７回の委員会を開催し、条例の検討を行いました。 
 自治推進委員会にとって、条例の検討作業は施行後初めてのことであり、かつ、限ら

れた期間での作業となりましたが、各委員がそれぞれの経験に基づく意見を出し合い、

慎重な審議が図られました。 
 
２ 自治基本条例に関する検証 

１ 検証の方法 

 条例の検証については、市長からの諮問を受け、本条例が本市のまちづくりの基本ル

ールとして、その役割を十分果たせているかという視点に立ち、市の各課の条例の運用

状況、まちづくり協議会との意見交換、各条項における社会情勢の変化への適合状況、

条例に基づく取り組み状況、新たな条項の追加の必要性等について審議を行いました。 
 
２ 基本条例見直しに関する項目 
 条例の検証にあたっては、条例制定時の委員の思いも大切にしながら、条例各条項が本

市にふさわしいものであるか、社会情勢の変化に適合したものかどうかという視点で、

全ての条項につき検討し、そのなかでも本委員会が検討すべき条項及び事項として抽出

した項目についてさらに論議しました。 
 その上で、しっかりと時間をかけて集中的に議論すべきであると考えた住民投票、新

たな項目としての危機管理の追加の必要性、鳥取方式の地区公民館を拠点とした地域コ

ミュニティの現状と課題の３点を中心に議論を進めました。 
  
３ 検証の結果 
 条項ごとに、社会情勢の変化への適合状況等について検証した結果、新たな項目とし

て「危機管理」条項の追加が必要であるとの考え方で意見が一致しました。また、一部

条文についてより市民に分かりやすい表記について検討しました。検証結果は以下のと

おりです。 
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第２条（定義）関係 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによりま

す。 
（４）参画  市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程に主体的に参加

し、意思決定に関わることをいいます。 
[検証] 

参画の意味は、意思決定に主体的に参加することであり、かつ、自律的に活動してい

くというところがポイントなのだが、この文章だとそのあたりが少し曖昧と思われる。 

[提案] 

例えば、「市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程の意思決

定に主体的に関わり、自律的に活動に参加することをいいます。」という表記がより相

応しいのではないかと考える。 
 
第１３条（コミュニティ）関係 

第１３条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすことを認識し、コミ

ュニティを守り育てます。 
２ 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。 
３ コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組を進めます。

４ 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行うよう努めます。 
５ 市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に

努めます。 
[検証] 

 条例の制定当初は、コミュニティの範囲は敢えて限定しないとの基本的立場に立って

おり、第２条第６号で規定する「コミュニティ」の定義でも、「地域又は共同体意識を

基盤としたつながりのもとで自主的に形成された組織である」とされ、地域コミュニテ

ィとテーマコミュニティを区分はしていない。第１３条第１項から第４項まではこの考

えで問題はないと考える。 

 ただし、条例施行から４年が経過し、あらためて条文を考えてみると、第５項のコミ

ュニティを限定した方が分かりやすいのではないかと考える。 

[提案] 

例えば、「地区公民館を地域コミュニティの活動の主要な拠点施設として」という表

記がより相応しいのではないか。 
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第１８条（情報の公開及び提供）関係 
（情報の公開及び提供） 
第１８条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積極的に公開するととも

に、わかりやすく提供するよう努めます。 
２ 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなければなりません。 
３ 前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定めます。 
[検証] 

ある地区のまちづくりを考えるとき、地域性に合うデータの存在はあらゆる面で重要

な要素になるが、現在鳥取市においては、まちづくりの単位は地区であると言っている

のに、地区で話し合うべきデータが存在しない。そのため、まちづくりをしていこうと

いう意識喚起ができない状況がある。 

[提案] 

条例の運用として、「可能な限り地区を単位として」のまちづくりに必要な情報の積

極的な作成及び公表なども考えていく必要がある。 
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第２６条（住民投票）関係 

（住民投票） 
第２６条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところ

により、住民投票を実施することができます。 
２ 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要

件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。 
３ 市は、第１項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなり

ません。 
[検証] 
 住民投票については、各委員の意見が大きく分かれる問題でありましたが、現在本市

は非常設型の住民投票制度を位置づけているため、常設型とした場合のメリット、デメ

リットを基本に議論を進めました。既に常設型の住民投票制度を導入している自治体の

事例も参考にしながら、常設型住民投票条例のポイントとなる基本的な構成要素につい

ての意見交換を行いました。 
ポイントとして挙げられた構成要素のなかでも、投票対象事項としては、対象にでき

ない事項をあらかじめ規定しておくといういわゆるネガティブリスト方式を採用する

ことや、投票形式、成立要件、投票結果の取り扱い、請求の制限期間等については委員

の意見の一致が得られましたが、発案権者や投票資格者に永住外国人や未成年者を含め

るか否かでは一致できませんでした。 
 [提案] 

結果として、現時点では常設型・非常設型のどちらかでの意見の一致は図れませんで

した。以下に、常設型ないし非常設型の立場での主要な意見を列挙しますので、今後の

社会情勢の変化などをよく見極めながら進める参考としていただきたい。 
 
 

ⅰ 住民投票全体について  

【常設型】 
・地方自治の望ましさからいけば、理想はやはり常設型である。 
・重要なもの、争点に関しては、市民もしっかりと考え住民投票をしていくという事例

もできたので、そういう意味では常設にしていく時期がそろそろきているのではない

か。 
・ネガティブリストをきちっと作成し、安易に頻繁に発動されることがないよう要件を

整えればいいのではないかなと思う。 
・私たち市民がいつでも議論を喚起できるような環境を整えていくことが、これからの

地方自治にとっては、非常に重要ではないかと思う。 
・住民投票がどのように扱われるかという条件を整えることが重要なわけで、そのため
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には、常設型にして、そのうえで、どういう時に住民投票が行われるのかということ

をきちんと定義することが、一番求められることだと思う。 
【非常設型】 
・行政施策については、議会が最高の決定機関である。常設型だと、議会軽視の社会環

境を生み出すのではないか。 
・投票のたびに、その執行に際し膨大な予算を使うことになる。 
・市の行政施策の運営にとっても重大だというような場合に、市民の傾向を把握するた

めの手段ないし方策として、そういった時に異議を認めたらいいのではないかと思う

ので、個別型で運用されるのがベストではないか。 
・常設型にすると、議論が尽くせないままに投票に入る恐れがあるので、やはりそこは

議会というものを絡めて、そこで審議してもらい、その意見というものを広く一般に

知らしめて、自分の考えを固めるということは、大事だと思う 
・市民の思いを踏まえて議会で議論を行い、その結果に基づき住民投票条例を制定する

方が、より一般の市民にはわかりやすいと考える。 
・今回の市庁舎整備に関する住民投票の経験を生かさないで、制度ばかり前倒しで作る

というのも、いささか現実と離れている気もする。 
ⅱ 住民投票条例の基本的構成要素について 

 意見の一致した項目 

１ 投票対象事項 

・投票対象にできない事項をあらかじめ規定しておく方式で構わない（ネガティブリ

スト方式）。 
２ 発案権者の範囲 

・住民、議員、首長の三者からの発案・発議可能とする。 
３ 投票の選択肢の形式 

・基本的に二者択一。 
・選択肢が２つに絞りきれない場合も想定されるため、但し書きで、３つ以上の選択

肢を設定することも可能。 
４ 投票の成立要件 

 ・投票率５０％以上の場合に成立とする。 
５ 投票結果の取り扱い 
・現行どおり、結果を尊重することでよい。 

 ６ 請求の制限期間 
 ・同一内容での住民投票を短期間に何度もすることを制限する。制限期間は２年程度を

適当とする。 
 意見の一致しなかった項目 
 １ 発案権者及び投票資格者の範囲（永住外国人の取り扱いについて） 
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 【常設型】 

 ・同じように税金を払っていて、同じように鳥取市民として、私たちと共に生活をして

おられる永住外国人の方を排除する必要性がどこにあるのかなということを思う。 
 ・鳥取市の自治とかまちづくりという視点でこの問題を考えると、やはり、税金を払っ

ているかどうかではなくて、生活そのものに影響するような施策については永住外国

人にも影響はあるわけで、鳥取市がどういう施策を進めるかについては直接影響があ

る。そういう面では、永住外国人の意見を聞くというのも大事な視点だと思う。 
・鳥取市が進めているまちづくりという営みの中で、永住外国人も当然参加していただ

くという視点に立てば、同じ目線でご意見をいただいてもよいのではないか。 
・国政の論理を地方にそのまま当てはめるというのは、それはまた議論としては違った

ものになるのではないかなと思う。 
・国籍よりもそこに住んでいるメンバー、ステークホルダーという言い方をするが、そ

のステークホルダー同士で、この地域をどう創り上げていくのか、自分の住む環境を

どうよくしていくのかという議論が、これからは大事なのではないか。 
 【非常設型】 

・税金というのは、そこに住む者が、利便性を享受するために払っているのであって、

税金問題と参政権付与とは別だと考えた方がいい。 
・住民投票というのは結局、政策本意の選挙みたいなものだから、住民投票そのものが

選挙に近づいていくということではないのかなと思う。将来的に、そうなったときに、

公選法上は日本国民に限っているのに、どうして住民投票では永住外国人を含むのか

というつじつまの合わない話になりはしないか。 
 ・投票というのは、実質的な参政権に結びつくのではないか。永住外国人には、公職選

挙法では及んでいない。よって含めるべきではないと思う。 
 ・案件ごとに住民投票条例を制定し、そのなかで資格内容を検討・判断した方がいいの

ではないか。 
 ・条例で、公職選挙法等の規制がないから何でも決めていいということにはならないの

ではないか、条例でそこのところを決めるにしても、関連する上位の法令を超えてま

では書けないのではないか。 
 ・地方参政権というのは法律の範囲内でしかできないことになっている。そういう建前

である以上は、公職選挙法でどうなるのかというのを考えておかなければいけない。 
 ２ 発案権者及び投票資格者の範囲（未成年者の取り扱いについて） 

 ・公職選挙法の動向を注視しなければならない。 
 ・将来的には、市政を担う若い人たちにも影響するようなことがあれば、公職選挙法で

定められている２０歳にこだわることなく、年齢的なものは弾力的に考えていかなけ

ればならないことも出てくるかもしれない。 
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「危機管理」条項の追加について 

  
[検証] 

現在、約１７００自治体中、約２５０自治体で自治基本条例や同じ趣旨の条例が制定さ

れています。本条例は、制定後４年が経過していますが、特に、平成２３年３月１１日に

発生した東日本大震災以降、市民の「危機管理」に対する関心も高く、自治基本条例制定

自治体の中でも、９７自治体が、危機管理に関する規定を設けており、本市においても、

市民の安全・安心な暮らしを守るため、市民と行政の役割を明確にする新たな規定の追加

が必要と考える。 
[提案] 
 以下に「自助、共助、公助」の理念を踏まえて、条文の案を提案しますので、見直しの

際には参考にしていただければと思います。 
 
１ 市は、市民の生命、財産を災害から守るため、災害に強い都市構造の整備及び行

政の災害対応力の向上、並びに市民の災害対応力の向上に努めます。 
  ２ 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努 

めます。 
３ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、地域において相互に

助け合えるよう連携及び協力体制の整備に努めます。 
 
 
３ まとめ 

自治基本条例第２９条の規定に基づき、本条例が本市のまちづくりの基本ルールとして、

その役割を十分果たせているかという視点に立ち、市の各課の条例の運用状況、まちづく

り協議会との意見交換、各条項における社会情勢の変化への適合状況、条例に基づく取

り組み状況、新たな項目追加の必要性等について審議を行いました。 
検証の結果、「危機管理」条項の追加など、新たな課題も明確になりました。特に、東日

本大震災以降、「危機管理」に対する市民の関心や意識の高さを考慮し、現状にあった条項

の追加の必要性等について検討していくべきであると考えます。 
また、「住民投票」については、時間をかけ審議しましたが、意見の一致が図れず、両論

を併記することとなりました。 
主な意見としては、市民がいつでも議論を喚起できるような環境を整えるためにも常設

型の住民投票条例の基本となる理念をこの自治基本条例にも規定すべきだとされる意見や、

一方では、制度ばかり前倒しで作るというのは現実的ではないのではないかとされる意見、

事案ごとに個別条例が制定できる現行制度（非常設型）が好ましいなどの意見が交わされ

ました。 
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 今後も、自治基本条例の理念に基づく行政運営に努めるとともに、本市の自治を担う主

体である「市民」と「市」が互いの特性を生かしながら協働してまちづくりを行うことで、

市民一人ひとりが大切にされる地域社会を創造していただきたいと思います。 
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課題の共有（市各課の意見）
　

章、条の見出し 条文 課題

前文
　鳥取市は、唱歌「故郷(ふるさと)」の情景をほうふつとさせる緑豊
かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれ
ています。
　その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを
受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんでき
ました。
　そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越
えて、今日まで生活を営んできました。
　私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝し
ながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、
心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければな
りません。
　そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが
自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。
　このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、
自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てなが
ら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。
　ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が
尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。

　前文
　第１章　総則（第１条－第３条）
　第２章　自治の基本理念（第４条）
　第３章　自治の基本原則（第５条・第６条）
第４章　自治を担う主体の責務等
　　第１節　市民（第７条・第８条）
　第２節　議会（第９条・第１０条）
　第３節　市長及び市の職員（第１１条・第１２条）
第５章　コミュニティ（第１３条）
第６章　市政運営（第１４条－第２３条）
第７章　危機管理（第２４条）
第８章　市民意思の表明及び尊重（第２５条－第２７条）
第９章　国及び自治体等との連携及び協力（第２８条）
第１０章　市民自治推進委員会（第２９条）
第１１章　条例の見直し（第３０条）
附則

資料２－３



章、条の見出し 条文 課題

第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするととも
に、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協
働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地
域社会の創造に資することを目的とします。

（定義） 第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによります。
（１）　市民　市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は
市内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。
（２）　執行機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員
会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
（３）　市　議会及び執行機関をいいます。
（４）　参画　市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価ま
での各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。
（５）　協働　市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの
主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。
（６）　コミュニティ　地域又は共同体意識を基盤としたつながりの
もとで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行う
ものをいいます。

市民の定義における法人の立ち位置がよく分か
りません。「団体」に含むのでしょうか。
団体といえば、第7条の「人として」尊重さ
れ、がともにかかることになり、少々気になり
ます。

（条例の位置づけ） 第３条　この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他
の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重
します。
２　市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大
限に尊重します。

第２章　自治の基本理念

第４条　市民及び市が自治の主体であることを基本とします。
２　市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。

第３章　自治の基本原則

（参画及び協働の原則）
第５条　市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関
係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。
２　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政
に関し、参画及び協働の機会を保障します。
３　市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受ける
ことがないように配慮します。

第14条の表現とのバランスがとれていないので
は（第14条に記載）



章、条の見出し 条文 課題

（情報共有の原則）
第６条　市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくり
に関する情報を積極的に共有します。

第４章　自治を担う主体の
責務等

第１節　市民

（市民の権利）
第７条　市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げ
る権利を有します。
（１）　まちづくりに参画し、協働すること。
（２）　市が保有する情報を知ること。
（３）　行政サービスを受けること。

（市民の責務）

第８条　市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる
責務を負います。
（１）　まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行
動に責任を持つよう努めること。
（２）　行政サービスに伴う負担を分任すること。

一つの事例として、民地（宅地、農地等）と官
地（道路、水路等）の管理（除雪、草刈、ゴミ
清掃など）について、特に境界にあっては官地
には一切関わらず、むしろ官地から少しでも民
地へ入り込むもの（草やゴミなど）があれば苦
情となるケースが増えつつある。古い時代は、
民地に面する官地は簡単作業であれば住民が管
理していた。

したがって、
地域住民間及び地域住民と行政間において、共
に助けあう地域社会を目指すため、「自助、共
助、公助」について実践することを強調してほ

第２節　議会

（議会の役割及び責務） 第９条　議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案
及び市政への提言を行います。
２　議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行う
とともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めま
す。
３　議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が
高く、開かれた運営に努めます。



章、条の見出し 条文 課題

（議員の責務） 第１０条　議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、
全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さ
んに努めます。

第３節　市長及び市の職員

（市長の役割及び責務）

第１１条　市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実
な市政の執行に努めます。
２　市長は、市の職員(以下「職員」といいます。)を適切に指揮監督
し、効率的な市政運営に努めます。
３　市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人
材の育成を図ります。
４　市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サー
ビスの提供に努めます。

第3項の人材育成とは一般市民、職員、又は双
方のことか

鳥取市の条例ではあるが、中核市や連携中枢都
市を目指しているという観点から、市の責務に
「鳥取県（山陰）東部圏域を牽引する役割を担
う」内容を記載してはどうか。
本条項が適正か、または第14条または第２８条
あたりでもよいかもしれない。（中核市移行は
Ｈ30なので、次回見直し時でもよい）

（職員の責務） 第１２条　職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠
実かつ能率的な職務の遂行に努めます。
２　職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。
３　職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めま
す。

第５章　コミュニティ



章、条の見出し 条文 課題

第１３条　市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たす
ことを認識し、コミュニティを守り育てます。
２　市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。
３　コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向
けて取組を進めます。
４　市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を
行うよう努めます。
５　市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づ
け、その充実及び強化に努めます。

これからの地域まちづくりの中心的な役割が期
待されるまちづくり協議会について、なにがし
かの位置づけが必要ではないか。

”地区公民館＝コミュニティの活動の拠点施
設”という部分がわかりにくいと思います。
”生涯学習”という言葉が入れば、少々つなが
りがわかりやすくなるかと思います。
そのため、例えば、どこかに、「市民は、生涯
学習に努めるとともに、自らの知識や能力をま
ちづくりに還元するよう努めます。」と「市
は、市民の参画・協働を送促進するため生涯学
習の機会を提供し、自主自立的なまちづくり活
動を支援しなければならない。」というような
ことは入らないでしょうか？

第６章　市政運営

（市政運営の原則） 第１４条　市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機
会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本
とします。
２　市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その
達成の状況について、公表します。
３　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。

（総務課）
第3章では、市民の参画及び協働の機会の保障
と表現されており、少々温度差を感じる

（総合計画） 第１５条　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画
(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
２　市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果
及び達成状況を公表します。

（財政運営） 第１６条　市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政
状況を公表しなければなりません。
２　市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよ
う努めます。

（総務課）
しなければなりません→します
させるよう→するよう

（組織）
第１７条　市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能
的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。



章、条の見出し 条文 課題

（情報の公開及び提供） 第１８条　市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。
２　市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなけ
ればなりません。
３　前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に
定めます。

積極的に公開→積極的に提供
いわゆる情報公開と情報の提供の理念が混在し
ていないか

（個人情報の保護）
第１９条　市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、
その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。
２　前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、
別に定めます。

（行政手続） 第２０条　市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図
り、市民の権利及び利益の保護に努めます。
２　市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基
準を定め、公表しなければなりません。
３　前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に
定めます。

（行政評価） 第２１条　執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ
公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価
を取り入れます。
２　執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。

（附属機関等の委員の選
任）

第２２条　執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下「委
員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委員につ
いて、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その
他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

（説明責任） 第２３条　執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程にお
いて、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しな
ければなりません。

第７章　危機管理



章、条の見出し 条文 課題

第２４条　市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事
態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構
造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。
２　市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活
の安全確保に努めます。
３　市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域に
おいて相互に助け合えるよう、連携及び協力体制の整備に努めます。

第８章　市民意思の表明及
び尊重
（意見等への対応） 第２５条　執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等(以下

「意見等」といいます。)に対して、迅速かつ的確に対応します。
２　執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査
し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努
めます。

反映させるよう→反映するよう

（市民政策コメント） 第２６条　執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定
及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関す
る情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合
その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
２　執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表しま
す。
３　前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別
に定めます。

（住民投票） 第２７条　市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都
度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
２　前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投
票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めま
す。
３　市は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果
を尊重しなければなりません。

第９章　国及び自治体等と
の連携及び協力

第２８条　市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であること
を踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治
の確立に努めます。
２　市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通する
課題の解決に努めます。



章、条の見出し 条文 課題

第１０章　市民自治推進委
員会

第２９条　市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会(以下
「委員会」といいます。)を設置します。
２　委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審
議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。
３　委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に
定めます。

第１１章　条例の見直し

第３０条　市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごと
に、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさ
わしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
２　市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要
があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。
３　市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行う
に当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

自治基本条例は、首長の交代や短期的な社会・
経済情勢の変化などに左右されない普遍的な自
治の基本理念を定めるものであって、改定あり
きの見直しは不要である。例えば住民投票の細
則や総合計画の議決の在り方、特定個人情報の
扱いなどが見直し議論の対象になったとして
も、個別的な内容や首長や議会の思想・信条等
で考え方が変わるようなものは、別途対応すべ
きである。

附則

この条例は、平成２０年１０月１日から施行します。
この条例は、平成２６年４月１日から施行します。
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自治基本条例施行後の主な取り組みについて 

 

 

１ 各条項の主な取り組みについて 

前文 

鳥取市は、唱歌「故郷（ふるさと）」の情景をほうふつとさせる緑豊かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれて

います。 

その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできま

した。 

そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越えて、今日まで生活を営んできました。 

私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心

豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。 

 そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。 

このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、

協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。 

ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。 

取り組み状況 

 前文で明確にされた「条例制定の趣旨やまちづくりに対する基本的な考え方、決意など」に基づき、自治基本条例を施行・運用

しています。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働のま

ちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地域社会の創造に資することを目的とします。 

取り組み状況 

目的に則り、自治基本条例を施行・運用しています。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 

（１）市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。 

（２）執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（３）市 議会及び執行機関をいいます。 

（４）参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。 

（５）協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。 

（６）コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのもとで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行うものを

いいます。 

取り組み状況 

 定義のため特になし。 

 
（条例の位置づけ） 

第３条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しま

す。 

２ 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大限に尊重します。 

取り組み状況 

 市は、本規定に基づき、「他の条例等の制定、改廃及び運用」を行っています。 

※ 参考 第２２条 

 

第２章 自治の基本理念 

第４条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。 

２ 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 
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第３章 自治の基本原則 

（参画及び協働の原則） 

第５条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。 

２ 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政に関し、参画及び協働の機会を保障します。 

３ 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受けることがないように配慮します。 

取り組み状況 

 本基本原則に基づき、参画と協働のまちづくりを推進しています。 

 
（情報共有の原則） 

第６条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報を積極的に共有します。 

取り組み状況 

本原則に基づき、情報共有を行っています。 

※ 参考 第１８条、第１９条 

 

第４章 自治を担う主体の責務等 

第１節 市民 

（市民の権利） 

第７条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を有します。 

（１）まちづくりに参画し、協働すること。 

（２）市が保有する情報を知ること。 

（３）行政サービスを受けること。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 
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（市民の責務） 

第８条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる責務を負います。 

（１）まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めること。 

（２）行政サービスに伴う負担を分任すること。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 

第２節 議会 

（議会の役割及び責務） 

第９条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行います。 

２ 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。 

３ 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営に努めます。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 

（議員の責務） 

第１０条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さんに

努めます。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 

第３節 市長及び市の職員 

（市長の役割及び責務） 

第１１条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実な市政の執行に努めます。 

２ 市長は、市の職員（以下「職員」といいます。）を適切に指揮監督し、効率的な市政運営に努めます。 
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３ 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人材の育成を図ります。 

４ 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 

（職員の責務） 

第１２条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠実かつ能率的な職務の遂行に努めます。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。 

３ 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めます。 

取り組み状況 

（１）平成１２年４月に策定し、平成１８年６月に改訂した「新鳥取市人材育成基本方針」に基づき、合併後の本市と分権時代に

相応しい人材育成の一層の充実・強化を図っています。 

（２）「協働のまちづくり」に関する職員研修 

・平成２５年度  主任級を対象  「ボランティア・市民活動について」 

・平成２６年度  係長級を対象  「とっとり県民活動活性化センターの役割」 

・平成２７年度  主任級を対象  「元気な地域を創るために—まちづくりと地の活性化―」 

・毎年新規採用職員を対象に「市民との協働」について講義形式で研修を実施するとともに、活動団体を招いての座学を実施。 

 

第５章 コミュニティ 

第１３条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティを守り育てます。 

２ 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。 

３ コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組を進めます。 

４ 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行うよう努めます。 

５ 市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に努めます。 

取り組み状況 

地区公民館を、生涯学習活動の拠点施設並びにコミュニティ活動の重要な拠点施設として位置づけ、市民と市が適切な協力関係
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のもとに支え合う「市民と市との協働のまちづくり」の実現に向けて、コミュニティの充実、強化を図ってきました。 

（１）必要な支援について 

・協働のまちづくりの基本的な考え方をまとめた「協働のまちづくり基本方針」の策定及び協働のまちづくりをわかりやすくまと

めた「協働のまちづくりハンドブック」の作成（H21 年度） 

・市内の協働の取り組み事例をまとめた「協働事業事例集」の作成（H23 年度） 

（２）財政的な支援について 

・鳥取市自治連合会補助金 

・鳥取市地域コミュニティ育成支援事業交付金 

・鳥取市市民まちづくり提案事業助成金 

（３）自治会加入率について 

・平成２４年度には自治会加入促進事業を実施 鳥取市自治連合会加入率 67.3％（H27.4） 

（４）まちづくり協議会について 

 全６１地区で設立。地域コミュニティ計画策定 ６０地区。協働のまちづくり支援宣言 ６０地区 

（５）地区公民館の充実 

 職員配置、施設整備など 

 
第６章 市政運営 

（市政運営の原則） 

第１４条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本とし

ます。 

２ 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その達成の状況について、公表します。 

３ 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 ※第２項 例：ローカルマニフェストの公表 
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（総合計画） 

第１５条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画（以下「総合計画」といいます。）を策定します。 

２ 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果及び達成状況を公表します。 

取り組み状況 

第１０次鳥取市総合計画（平成２８年４月策定） 

〇基本構想：平成２８～3７年度（１０年間） 

〇基本計画：平成２８～２２年度（５年間） 

〇基本的な考え方 

 「ひと」を大切にするまちづくり 

 「鳥取市らしさ」を大切にするまちづくり 

 「市民一人ひとり」によるまちづくり 

〇まちづくりの理念 

    「鳥取市を飛躍させる、発展させる」 

〇めざす将来像 

    「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」 

 

 第１０次鳥取市総合計画は、多くの市民のみなさんから建設的な意見・提言をいただきながら、地方創生の時代、そして平成３

０年４月の中核市への移行を見据え、平成２８年３月に策定。 

 総合計画は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を展望し、本市のめざす将来像とその実現に向けた‘まちづくりの

目標’を示した「基本構想」と平成３２年度までの５年間の具体的な施策を示した「基本計画」からなり、具体的な事業は「実

施計画」として明らかにしています。 

 戦略的に施策を展開するため、ＰＤＣＡサイクルにより成果を重視した進行管理を行います。 

 基本計画では、めざす将来像を「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」とし、

まちづくりの理念とまちづくりの目標を掲げ、その実現に向けて展開する諸施策等を個別に掲げています。 

 人口減少の抑制に向け、若者を中心とした定住や雇用・就業環境の確保、まちのにぎわいづくりといった課題の克服や「鳥取市

の強み」を生かしたまちづくりを強力に推進するため、平成 27 年 9 月に「鳥取市創生総合戦略」を策定しました。この総合
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戦略の諸施策については、「郷土愛を育み 人がつながる まちむら創生」として基本計画の「重点施策」に位置づけ、総合的、

一体的な推進を図り、将来像の実現に向け取り組みます。戦略期間：平成 27 年度から平成３１年度 

 
（財政運営） 

第１６条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政状況を公表しなければなりません。 

２ 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよう努めます。 

取り組み状況 

 本市は、「鳥取市財政概況報告書作成及び公表に関する条例」に基づき、毎年２月１日及び８月１日に収入及び支出の概況など半

期分の財政概況報告書を公表しています。 

市民の意見を予算に反映させる手段として、各種事業の基本構想や基本計画を策定する段階で、審議会等に公募委員を募ったり、

計画等の案を市民政策コメントにかけるなどの取り組みを積極的に展開しています。 

 
（組織） 

第１７条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。 

取り組み状況 

主な組織・機構改革 

Ｈ20.4  ・コミュニティの充実・強化を図るため、企画推進部に「コミュニティ支援室を設置」 など 

Ｈ22.5  ・中山間地域の地域づくりを総合的に推進するため、地域振興室に代えて「中山間地域振興課」を設置 

Ｈ28.4  ・協働のまちづくり強化を図るため企画推進部に「地域振興局」を設置 

（地域振興課・協働推進課・市民総合相談課） 

  ・相談体制の強化を図るため「鳥取市消費生活センター」を設置 など 

 

（情報の公開及び提供） 

第１８条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。 

２ 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなければなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定めます。 
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取り組み状況 

鳥取市情報公開条例（平成１１年３月制定）に基づき、市民等からの行政文書の開示請求に対応しています。 

  
                      （平成２６年度）                      （平成２６年度） 

 

（個人情報の保護） 

第１９条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。 

２ 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めます。 

取り組み状況 

鳥取市個人情報保護条例（平成１４年９月制定）に基づき、市が保有する市民の個人情報についての取扱いを行っています。 
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                      （平成２６年度） 

 
（行政手続） 

第２０条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。 

２ 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基準を定め、公表しなければなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に定めます。 

取り組み状況 

「行政手続法」及び「鳥取市行政手続条例」（平成７年１２月制定）に基づき、行政手続に関する取扱いを行っています。 

・所管課で不利益処分の基準及び申請に対する審査基準を定め、随時変更。 

 

（行政評価） 

第２１条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価を

取り入れます。 

２ 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。 

取り組み状況 

行政評価は、施策・事業の各段階において、一定の基準・指標をもって目標や目的の達成度についての測定及び課題の検証を行い、

その結果を行政運営の改革・改善につなげるとともに、予算編成などの行政運営に反映させます。 
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 平成２６年度  市民で構成された「鳥取市総合企画委員会」及び「鳥取市行財政改革推進市民委員会」による外部評価を実施。

また、内部事務システムの導入による行政評価支援システムを稼働させ、第９次総合計画に掲げる施策評価、

実施計画に該当する事務事業評価を実施しました。 

 平成２７年度  「鳥取市総合企画委員会」から、第１０次総合計画の策定に係るご意見をいただきました。 

行財政改革大綱に基づく実施計画に係る中間評価に対し「鳥取市行財政改革推進市民委員会」からご意見を

いただきました。 

 
（附属機関等の委員の選任） 

第２２条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下「委員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委員について、

公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

取り組み状況 

（１）「審議会等の設置・運営等に関する基準」及び「審議会等の委員の公募実施要領」（共に平成１２年４月策定）に基づき、審

議会等の公募委員の選任を行っています。 

 

目標及び達成状況 

事項 内容 達成状況 

女性委員の選任割合 平成２２年度末までに４０％を越える

よう努める（平成２０年４月１日施行）

28.0％ 

（Ｈ2５.3 末） 

公募委員の選任割合 ２０％を超える 9.9%※ 

（Ｈ28.4） 

                               ※正式な数値ではないため、参考 

 

（説明責任） 

第２３条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程において、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなけれ

ばなりません。 

取り組み状況 
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 条文の規定のとおり。 

 

（危機管理） 

第２４条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態（以下「災害等」といいます。）から守るため、災害等に強い都市構造

の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。 

２ 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めます。 

３ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域において相互に助け合えるよう、連携及び協力体制の整備に努めます。 

取り組み状況 

 平成２５年度、まちづくり協議会の行う防災対策活動を助成するため、鳥取市地域コミュニティ育成支援事業交付金に「防災力

向上事業」を追加。（３年間の時限制度） 

 災害に強い庁舎整備の推進 

 防災マップの作成や、要援護者等の避難体制の整備 

 

（意見等への対応） 

第２５条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等（以下「意見等」といいます。）に対して、迅速かつ的確に対応します。 

２ 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努めま

す。 

 

取り組み状況 

本市の主な広聴制度 

制度・仕組み 平成 2６年度 平成 2７年度 

市政提案箱 ～市長への手紙～ 177 110 

陳情・要望 127 112 

市民相談 936 集計中 

市民政策コメント 第２６条のとおり 

無料法律相談 221 205 
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専門相談 49 50 

くらし 110 番 810 集計中 

地区要望 919 900 

地域づくり懇談会 ３１地区 ３０地区 

※地区要望は、それぞれ平成２７年度要望及び平成２８年度要望を表す。 

 

（市民政策コメント） 

第２６条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関する

情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

２ 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表します。 

３ 前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に定めます。 

取り組み状況 

市民政策コメント実施要綱（平成１３年１月策定）に基づき実施しています。 

 

※平成２７年度分意見受付については集計中のものがあるため。 

 

（住民投票） 

第２７条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。 

２ 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。 

３ 市は、第１項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなりません。 

取り組み状況 

投票日において年齢満 20 歳以上の日本国籍を有する者を投票資格者として鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例を平成 24 年 3

月 22 日制定。（投票日の翌日から起算して 90 日を経過した日に効力失効） 

平成 24 年 5 月 20 日 「鳥取市庁舎整備に関する住民投票」執行 

年度 案件数 意見等受付件数 

平成２６年度 １２件 １８０件  

平成２７年度 １８件 836 件超 
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  投票率 50.81％   投票総数 78,967 票 有効投票数 78,013 票 無効投票数 954 票 

 

第８章 国及び自治体等との連携及び協力 

第２８条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であることを踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治の確

立に努めます。 

２ 市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通する課題の解決に努めます。 

取り組み状況 

 条文の規定のとおり。 

 

第９章 市民自治推進委員会 

第２９条 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。 

３ 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に定めます。 

取り組み状況 

任期 委員数 委員会開催回数 意見等 

平成２０年１１月２７日～

平成２３年３月３１日 
１０名 

Ｈ２０年度 ３回

Ｈ２１年度 ６回

Ｈ２２年度 ６回

・Ｈ２１年度「鳥取市自治推進委員会 報告書」

・Ｈ２２年度「参画と協働のまちづくりの推進に

関する意見書」 

平成２３年４月１日～ 

平成２５年３月３１日 
１０名 

Ｈ２３年度 ６回

H２４年度 12 回

・Ｈ２３年度「鳥取市市民自治推進委員会 活動

報告書」 

・Ｈ２４年度「参画と協働のまちづくりの推進に

関する意見書」 

鳥取市自治基本条例の見直しに係る答申 

平成２５年４月１日～ 

平成２７年３月３１日 
１０名 

Ｈ２５年度 ７回

H２６年度 ６回 

・平成２５年度「鳥取市市民自治推進委員会 

活動報告書」 

・平成２６年度「参画と協働のまちづくりの推進

に関する意見書」 
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平成２７年４月１日～ 

平成２９年３月３１日 
１０名 

Ｈ２７年度 ６回

H28 年度 10 回

（予定）

・平成２７年度「鳥取市市民自治推進委員会 

活動報告書」 

 

第１０章 条例の見直し 

第３０条 市長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ごとに、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさわ

しく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。 

２ 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。 

３ 市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行うに当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。 

取り組み状況 

 平成２６年４月１日 改正自治基本条例施行 
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第１編 基本構想 

第 1 章 計画策定の趣旨 

本市は、平成 16 年 11 月、近隣 8 町村と合併し、山陰地方初の 20 万都市・鳥取市

として歩みはじめ、市域の一体的発展と各地域の個性や魅力を生かした特色あるまちづく

りの実現に取り組んできました。 

さらに平成 22 年 3 月に鳥取県東部 1 市４町により、「鳥取・因幡定住自立圏1」を形

成し、平成 24 年３月には兵庫県新温泉町も参画し、圏域としての魅力を高め、中核都市

としての基盤を確固たるものにしました。 

合併から 11 年を経る間、時代の潮流は、人口減少や急速な少子高齢化の進展による社

会構造の変化、平成 20 年以降の世界的な金融・経済危機の影響による経済・雇用状況の

低迷、東日本大震災の発生を契機とした防災意識の高まりなど、大きな転換期を迎えてい

ます。 

また、東京圏へ集中している人の流れを変えるとともに、活力ある地域をつくる「地方

創生」の取組を、地方はもとより国を挙げて進めています。 

こうした中、本市が将来にわたって発展を続けていくためには、自立性の高い自治体と

して市民サービスを充実し、市民と行政はもとより、まちを構成するさまざまな主体がそ

れぞれの役割を担い、参画と協働を一層高めながら、圏域全体で未来へと発展するまちづ

くりを進めていくことが重要です。 

これらの状況を踏まえ、多くの市民から建設的な意見・提言をいただきながら、地方創

生の時代、そして、平成 30 年 4 月の中核市2への移行を見据え「第 10 次鳥取市総合計

画」を策定します。 

 

第２章 計画の役割、構成と期間等 

１ 計画の役割 

この計画は、「新市まちづくり計画」や「第９次鳥取市総合計画」、「新市域振興ビシ

ョン」を踏まえ、平成 37 年度までの長期展望にたって、市勢振興の基本的方向を示すと

ともに、本市のめざす将来像を明らかにするものであり、具体的には次のような役割を担

うものです。 

 

（１）市民等3においては、市民が主役となるまちづくりの方向性を明らかにしたもので

す。 

                                                  
1鳥取・因幡定住自立圏：鳥取県東部１市４町、兵庫県新温泉町で形成する圏域。圏域に必要な生活機能を確保し、農林水

産業の振興や豊かな自然環境の保全を図るなど、互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図る。 
2中核市：都市の人口規模によって定められた日本の都市制度の 1 つ。市に都道府県の事務権限を移譲する制度で、中核市

には、政令指定都市に準じた事務が移譲される。 
3市民等：市内に在住する人、市内で働きまたは学ぶ人、市内において事業または活動を行う団体。 
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第３章 人口と財政の長期的な見通し 

 平成 37 年までの 10 年間における本市の人口と財政に関する見通しは次のとおりです。 

 

１ 人口・世帯数の見通し 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計5によると、我が国の人口は、平成 22 年をピー

クに減少傾向に転じており、平成 60 年には 1 億人を割り、平成 72 年には 8,674 万人

にまで減少すると見込まれています。 

 本市の人口もまた、少子化や生産年齢人口（15 歳～64 歳）の転出超過等から、平成

17 年の国勢調査人口 201,740 人をピークに減少傾向となっています。 

本市の将来的な人口減少対策の指針として目標人口を定めた「鳥取市人口ビジョン」6で

は、平成 32 年には 187,800 人、平成 37 年には 182,400 人に減少すると推計して

います。 

また、世帯数は、過去の推移から平成 37 年には 72,300 世帯、１世帯あたりの世帯

人員は 2.52 人程度になると予測され、今後もさらに核家族化が進み、単独世帯の増加が

続くと見込まれます。 

 

 

 

２ 年齢階層別人口の見通し 

 年齢階層別の人口では、平成 22 年に 23.２％であった本市の老年人口（65 歳以上）

の割合は、平成 37 年には 8.１％上がり 31.3％となり、高齢化が一層進展すると予測さ

                                                  
5国立社会保障・人口問題研究所の推計：人口や世帯の動向、社会保障政策や制度の研究を行っている、厚生労働省に所属

する国立の研究機関が示した日本の将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）出生中位、死亡中位推計。 
6鳥取市人口ビジョン：本市の人口の現状を分析し、めざすべき将来の方向と人口の将来展望を示したもの。 
（平成 27 年 9 月策定） 

資料：国勢調査 平成 12 年～平成 22 年（平成 12 年は合併前の 9 市町村合計） 

   平成 27 年以降は、鳥取市人口ビジョン等による推計値。 

※（ ）は 1 世帯あたりの構成員数。 

推計実績
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３ 財政の見通し 

本市は、市町村合併以降、“国と地方財政の三位一体改革7”や“リーマンショックに端

を発した世界的金融危機8”等を通じて、「選択と集中」による財政運営の実践に努め、将

来にわたる強固な財政基盤の確立をめざしてきました。その結果、近年、各種財政指標は、

年々順調に向上しています。 

このような中、今後 10 年間の歳入のうち、市税は、企業誘致が好調なことも相まっ

て、計画期間を通して総額 35.3 億円の増収を見込んではいるものの、人口減少、高齢化

の進展、地価の下落等に伴う減収がこれを上回り、平成 37 年度には現状を下回る規模に

なると見込んでいます。地方交付税9は、現行の算定方法が維持されると仮定した上で、

中核市への移行に伴う事務・事業の増加や社会保障関連経費の増大等による影響により、

緩やかに増加すると見込んでいます。市債は、臨時財政対策債10分を除く公債費11をでき

る限り速やかに 60 億円程度まで引き下げることをめざし、平成 32 年度以降の新たな発

行を 40 億円（臨時財政対策債を除く）としています。 

歳出のうち、扶助費12については、生活保護費や障害福祉サービス給付費等の社会保障

関連経費の増加傾向が続き、拡大する見込みです。また、普通建設事業費13は、新本庁舎、

工業団地、可燃物処理施設の整備等により、一時的な増加を見込んでいます。人件費は、

中核市への移行や退職金の増減等を除き、横ばいで推移するものと見込んでいます。公債

費は、これまで積極的に行ってきた任意の繰上償還や市債発行の厳選効果により、臨時財

政対策債を除く元利償還金が着実に減少し、平成 37 年度には概ね 60 億円まで減少しま

すが、今後も臨時財政対策債を毎年 38 億円発行しなければならないと仮定しているため、

総額では前年度に比べて増加する年度も生じる見込みです。 

これらを踏まえ、今後 10 年間の本市の財政を見通すと、前半の 5 年間は、これまで

計画的に積み増してきた基金を取り崩しながらの運営となりますが、後半には基金の積み

増しも可能となることから、平成 37 年度末には、目標に掲げる財政調整基金14と減債基

金15の合計残高50億円を達成するとともに、基金総額も100億円を超える見込みです。 

 

 

 

 

                                                  
7三位一体改革：2004 年度から 2006 年度にかけて行われた国と地方公共団体の行財政システムに関する「国庫補助負

担金の廃止・縮減、税財源の移譲、地方交付税の見直し」の一体的な改革。 
8世界的金融危機：サブプライムローン（アメリカの低所得者層や信用度の低い個人を対象にした住宅融資）問題をきっか

けとした、2007 年のアメリカの住宅バブル崩壊から連鎖的に発生した一連の国際的な金融危機。 
9地方交付税：地方公共団体間の税源の不均衡を調整し、一定の行政水準を維持できるよう財源を保障するため、国税のう

ち、所得税、酒税、消費税等の一定の割合を、国が地方公共団体に対して交付する税をいう。 
10臨時財政対策債：国の地方財政対策の制度改正により、平成１３年度から新たに設けられた特例地方債で、国から地方公

共団体に分配する地方交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として借入するもの。

この臨時財政対策債の元利償還金相当額については、後年度の地方交付税に算入されることとなっている。 
11公債費：地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金など。 
12扶助費：社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に対して、その生活を維持するために

行うさまざまな支援に要する経費。 
13普通建設事業費：道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の新増設等の建設事業に要する経費。 
14財政調整基金：地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられる基金。 
15減債基金：地方債の償還を計画的に行うために設けられる基金。 
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便利で快適な都市的生活を求める一方で、農山漁村の豊かな自然や伝統文化と共生する暮

らしを求める動き等も進んでいます。 

こうした中、本市においては、豊かな自然とまちが共存する利点を生かし、自然により

もたらされるゆとりやうるおいと、都市としての利便性の双方を市内外の人々に提供でき

るまちづくりが求められています。 

また、市民一人ひとりが多様な価値観を認め合い、世代や性別を問わず、就職、結婚、

子育て、介護など、年齢に伴って変化するライフステージ18に合わせ、誰もが自己実現で

きるまちづくりが必要です。 

 

3 地域経済の再生 

我が国の経済は、平成 20 年に発生したリーマンショック後の景気後退や東日本大震災

等の影響による厳しい状況から、国の経済対策の効果等により、緩やかな回復基調にあり

ます。しかしながら、地方への経済波及は遅れており、効果が現れるにはまだ時間が必要

です。 

こうした中、本市においては、国や県の施策を有効に活用しながら、企業誘致や地場産

業の振興、６次産業化19や農商工連携20による高付加価値化に向けた新たな取組等を進め、

地域経済の再生、雇用状況の改善を図っています。 

今後も国や県の動向、国内外の経済情勢を踏まえた取組を進めるとともに、成長分野の

産業育成や地域経済を支える人材を確保することが必要です。 

 

４ グローバル化21の進展と交流人口の拡大 

経済活動のグローバル化、交通や情報通信技術の発展により、人・モノ・情報・文化等

さまざまな交流が国境を越えて活発化しています。 

本市においては、鳥取砂丘コナン空港発着の「鳥取─東京」間の 1 日 5 便運航や鳥取

自動車道の全線開通に続き、山陰自動車道や山陰近畿自動車道など高速道路ネットワーク

の整備が進んでおり、国内と海外の交流の結節点となる条件が整いつつあります。 

こうした中、国際競争力をもった産業の育成や外国人観光客の誘致等とともに、シティ

セールス22を推進し、交流人口の拡大、地域経済の発展につなげていくことが必要です。 

                                                  
18ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期、老年期等のそれぞれの段階。 
196 次産業化：地域の第 1 次産業とこれに関連する第 2 次、第３次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等により、地

域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組のこと。 
20農商工連携：農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を越えて協力し、お互いの強みを生かして売れる新商品・新サ

ービスの開発・生産等を行い、需要の開拓を行うこと。 
21グローバル化：これまでの国の枠を越えて、生活や経済活動における相互関係が世界的規模で広がっていくこと。 
22シティセールス：まちがもつさまざまな魅力を対外的に、より効果的にアピールし、都市の活性化を図る活動のこと。 
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なエネルギー

も、省エネル

推進していま

全と活用を図

の実現に向け

必要です。 

                   
：太陽光や太陽熱

出典：

まざまな危

じめ、短時間

の想定を上回

行、高齢者を

・安心な市民

援（公助）は

（共助）」の

の生命と財産

重点を置いた

し、さまざま

が必要です。

題への対応

していること

なっています

ー源の活用と

ルギーの取組

ます。 

図りながら、

けた取組を進

   
熱、水力、風力
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観光白書 観光

機に対する

間の集中豪雨

回る規模で発

を狙った特殊

民生活を脅か

はもとより、

の共通認識に

産を守る地域

た都市機能の

まな危機事象

。 

 

とから、二酸

す。また、東

と供給体制の

組、再生可能

、ごみの減量

進め、豊かな

、バイオマス、

光庁 

る安全意識

雨による洪水

発生し、大き

殊詐欺やイン

かす事件・

「自らの身

により、市民

域づくりを

の充実を図

象に機敏に対

酸化炭素の排

東京電力福島

の確立が求

能エネルギー

量・再資源化

な自然と人が

地熱など、エネ

識の高まり 

水や土砂災害

きな被害をも

ンターネッ

事象が発生

身は自ら守る

民や地域、各

進めるとと

っています

対応できる

排出量が少な

島第一原子力

められてい

ー23の利用拡

化等を通じて

が共生する環

ネルギー源として

害、竜巻な

もたらして

ト犯罪、子

生しています

る（自助）」

各関係機関が

ともに、災害

す。 

、災害に強

ない「低炭素

力発電所の事

います。 

拡大、エネル

て、環境負荷

環境を次代

て永続的に利用

 

ど、局

います。 

どもが

す。 

、「私

が連携

害や犯

く、安

素社会」

事故を

ルギー

荷の少

に継承

できると
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７ 情報通信技術の進化 

情報通信技術（ICT24）の進化と普及により、地球規模の情報通信網が形成され、ICT

を駆使した新たな産業活動が大きな広がりをみせています。 

我が国のインターネットの利用者は 1 億人を突破し、従来のパソコンの形態に加え、

携帯電話端末を進化させたスマートフォンやタブレット端末の出現、SNS25の普及により

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」インターネット上に展開する多種多様なサービ

スの利用が可能となり、私たちの生活を便利なものにしています。一方で、プライバシー

の保護や情報セキュリティの確保、ネット依存症やネット犯罪防止、情報格差への対策も

必要となっています。 

本市においても、自治体経営の効率化を通じ、行政手続きにおける利便性の向上を図る

ため、社会保障・税番号制度26の導入など ICT の活用を進めており、安全で使いやすいサ

ービスを提供していくことが必要です。 

 

８ 自立した自治体経営の実現 

国から地方へ権限や財源を移譲する地方分権改革が進められ、地方自治体は住民に最も

身近な行政主体として、これまで以上に自主性と自立性を高めていくことが求められてい

ます。 

一方、地方の財政状況は、生産年齢人口の減少に伴う税収入等の減少や高齢化の進展に

よる社会保障経費の増大など、厳しさを増すことが予想されます。 

また、高度経済成長期以降に整備された道路や橋りょうをはじめ、上下水道、その他の

公共施設等の多くは老朽化が進んでおり、今後、改修や更新等が増加していく時期を迎え

ることから、段階的な都市機能や社会基盤の集約化、公共施設等の更新問題への対応が必

要となっています。 

本市においては、平成 30 年 4 月の中核市移行により、多様化する行政事務の効率化

を図り、近隣自治体との広域的な連携を進めていくとともに、行財政改革を積極的に推進

し、財源の安定的な確保を図りながら自治体経営を実現していくことが必要です。 

 

9 地方創生の推進 

 我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、それぞれの地域で住み良い環

境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目的に平成 26 年

11 月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。 

 まち・ひと・しごと創生の推進にあたっては、国と地方自治体が相互に連携・協力しな

がら、「国民一人ひとりが夢や希望をもち、うるおいのある豊かな生活を安心して営むこ

とができる地域社会の形成」、「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保」、「地域

                                                  
24ICT：情報・通信に関連する技術の総称。 
25SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービス。Facebook（フェイスブック）や LINE（ライン）など、社会的ネッ

トワークが構築できるサービスやウェブサイト。 
26社会保障・税番号制度：複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であ

り、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基

盤（インフラ）。 



 

におけ

ること

 この

市の強

めるこ
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 平成

市がめ

 

（１）

「鳥

下のと

平成

全・安

          
27鳥取市

有効回

ける魅力ある

とが求められ

のため、本市

強みを生かし

ことが必要で

市民アンケ

成 26 年度に

めざすべき将

）鳥取市が

「鳥取市が

鳥取市がめざ

とおりです。

成 21 年度に

安心に暮らせ

                  
市民アンケート調

回収数は 2,050

る多様な就業

れています。

市では平成 2

した地方創生

です。 

ケート調査
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将来の都市像
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がめざすべ

ざすべき将来

 

に実施した鳥

せる都市」を

                   
調査：本市の住

0 件、有効回収率

業の機会の創

 

27 年 9 月

生に取り組み

査結果  

民アンケー

像」、「優先

き将来の都

き将来の都

来の都市像」

鳥取市民アン

をめざすべき

   
民登録者の中か

率は 51.3％。

鳥取
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創出」等に関

に策定した

み、多様なラ

ト調査27」を

先すべき施策

都市像につい

市像」の上

」第 1 位か

ンケート調査

きと考える人

から無作為抽出し

取市がめざすべ

関する施策を

た「鳥取市創

ライフスタイ

を行いました

策」は次の

いて 

上位 3 項目は

から第 3 位を

査の結果と

人の割合が

した 15 歳以上

べき将来の都市

を総合的かつ

創生総合戦略

イルがかなう

た。市民意識

とおりとな

は、以下のと

を合計した上

比較すると

増加してい

の男女 4,000

市像 

つ計画的に

略」に基づき

うまちづく

識からみた

なっています

とおりです。

上位 3 項目

と、「災害に

います。 

人を対象に郵送

実施す

き、本

りを進

「鳥取

す。 

。 

 

は、以

 

強く安

送で実施。



 

 

（２）

 

「優

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）優先すべ

優先すべき施

べき施策につ

施策」の上位

ついて 

位 3 項目は
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は、以下のととおりです。 
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第 5 章 まちづくりの方向 

第１節 基本的な考え方 

 まちづくりを進めるにあたって、基本的な考え方を次のように定めます。 

 

１ 「ひと」を大切にするまちづくり 

まちは、市民が生活し活動する空間です。まちづくりの目標は、そこに住み、活動する

市民一人ひとりにとって、豊かで、うるおいや活気があり、安全で、住み良いまちをつく

ることにあります。 

本市においては、これまでも「ひと」を原点に据えたまちづくりを進めてきましたが、

人口が減少しても活力あるまちづくりを進めていくためには、これまで以上に「ひと」を

大切にしたまちづくりが重要となります。 

このため、子育て、教育、福祉、文化・芸術等の施策の充実を図ることはもとより、産

業振興や都市基盤の整備等あらゆる分野において、「ひと」を大切にしたまちづくりや誰

もがいきいきと暮らせる環境づくりをめざします。 

 

２ 「鳥取市らしさ」を大切にするまちづくり 

本市は、鳥取砂丘や世界に認められた山陰海岸ジオパークをはじめとする「豊かな自然」、

その豊かな自然が育んだ「多彩な四季の味覚」、多くの先人が築き上げてきた「歴史・伝

統・文化」、心豊かな暮らしを実現できる「ゆとりある生活環境」など、他にはない魅力

ある地域資源をもったまちです。 

これらの資源は市民全体の誇りであり、自立した地域づくりを進める中で、さらに市民

が夢と希望をもてる魅力的なまちをつくるためにも、磨き上げていかなければならないも

のです。 

このため、これらの資源を大切にすること、すなわち「鳥取市らしさ」を大切にし、本

市で暮らす人にとっても、また本市を訪れる人にとっても魅力的なまちとしていくことを

めざします。 

 

３ 「市民一人ひとり」によるまちづくり 

まちづくりの原点が市民であるのと同じように、まちづくりの主役は市民一人ひとりで

す。市民と行政の適切な役割分担のもと、連携・協力し、市民一人ひとりの郷土を愛する

心と市民相互の思いやりに支えられた参画と協働のまちづくりをめざします。 
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第２節 まちづくりの理念 

先に述べたまちづくりに対する基本的な考え方を踏まえ、まちづくりの理念を次のよう

に定めます。 

「鳥取市を飛躍させる、発展させる」 

産業、文化、教育、福祉、環境等の各分野において、鳥取県東部地域の中核都市として

明るい未来へ飛躍させる、水と緑に恵まれた豊かな自然・歴史・文化や地域の発展を支え

てきた産業を次の世代に継承していくため、これまでに取り組んできた自然・歴史・文化

と共生するまちづくりをさらに発展させるまちづくりを進めます。 

 

 

 

第３節 めざす将来像 

 まちづくりの理念に基づいて、本市がめざす将来像を次のように定めます。 

「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、 

自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」 

 

豊かな自然とまちが共存する多彩な地域で、多様なライフスタイルをかなえることがで

き、安全で安心な暮らしの中で自信と誇り・夢と希望に満ちた生活を送れるまちをめざし

ます。 

 

 

 

第４節 まちづくりの目標 

「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取

市」を実現するため、「まちづくりの目標」を次のとおり定めます。 

 

 

１ 安心して出産・子育てができ、すべてのひとが住みやすいまち  

 

  

 政策１：豊かな心をもった、たくましいひとづくり 

  人間性豊かで思いやりがあり、郷土を大切にする、次代を担うたくましい人材を育成

します。 
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政策２：安心して子どもを産み育てられるまちづくり 

 安心して子どもを産み育てたいという希望がかなえられるよう、出会い・結婚・妊娠・

出産・子育てに対する切れ目ない支援を行い、子育てしやすいまちづくりを進めます。 

 

 

政策３：住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり 

 住み慣れた地域で、誰もが支え合い、助け合いながら、健康でいきいきと暮らせるま

ちづくりを進めます。 

 

 

政策４：互いの人権を尊重する心豊かな社会づくり 

  一人ひとりの人権が尊重され、互いに認め合う心を醸成し、協力しながら暮らすこと

ができる心豊かな社会をつくります。 

 

 

２ 新しいにぎわいのあるまち 

  

 政策１：地域経済の再生と産業の底上げ 

  地元企業への支援や成長産業などの企業誘致により、地域産業の競争力の強化と雇用

創造による地域経済の活性化を図ります。また、人材の育成・確保の推進、新規創業・

就農等の充実を図り、地域資源を生かした産業の底上げを進めます。 

 

 

政策２：地域資源を生かしたまちづくり 

  地域資源の魅力を最大限に生かし、国内外への知名度を高め、観光客をはじめ多く 

の方が訪れるまちづくりを進めます。 

 

 

 

３ 地域に活気があるまち   

  

 政策１：協働のまちづくり 

  市民と市が、まちづくりの担い手として、それぞれの役割を分担し、地域課題の解決

に向けた取組や地域に愛着と誇りをもてるまちづくりを進めます。 
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政策２：交流の拠点となるまちづくり 

 若者や移住希望者、外国人が住んでみたいと思えるまちづくりを進めます。また、都

市機能が集積した中心市街地の活性化と、生活拠点を中心とした魅力ある中山間地域の

振興を図ります。 

 

 

 

政策３：魅力ある鳥取文化づくり 

  市民が文化芸術を身近に親しみ、伝統芸能や伝統文化を保存・継承し、文化芸術の 

発展と創造、また、郷土の誇りである文化財の保護と活用により魅力ある鳥取文化を次

代に継承します。 

 

 

４ 安全・安心なまち 

  

 政策１：暮らしの安全を守るまちづくり 

  市民が互いに協力し合い、防災・防犯対策や安全な消費生活の確保など暮らしの安全

を守る取組を進めます。 

 

 

政策２：快適でゆとりある生活環境づくり 

 公園、住宅、道路、上下水道、公共交通等の生活基盤が整い、快適で利便性の高い住

み良い生活空間を実現します。 

 

 

５ まちづくりを支える自立した自治体経営 

  

方針 1：中核市移行等による地方分権の推進と開かれた市政の運営 

国の法律改正や制度改正の動きを注視しながら、中核市移行等により地方自治体の自

主性、自立性を高める地方分権を推進するとともに、基礎自治体としての機能強化に向

けた取組や国・県との連携による地域課題の解決に取り組みます。 

また、分散する本庁機能を集約し、防災や市民サービスの拠点となることはもとより、

将来にわたって山陰東部圏域が一体的に発展を続ける礎となる新本庁舎の建設を進め

ます。 

さらには、情報公開制度等の適正な実施と広報手段の活用により、行政情報を市民に

わかりやすく伝えるとともに、さまざまな広聴活動を通じ、幅広く市民の意見を聞くな

ど、透明性の高い開かれた市政を推進します。 
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方針２：自治体間の広域的な連携の推進 

「鳥取・因幡定住自立圏」の推進や中核市移行に併せ進める「連携中枢都市圏28」の

形成など、近隣自治体との連携はもとより、県境を越えたさまざまな広域連携の取組を

進めることで、圏域全体の持続的発展と魅力向上を図ります。 

また、整備された情報、高速道路ネットワークを活用して、地理的、歴史的、経済的

ゆかりのある各都市と連携し、地域の発展につながる取組を展開します。 

 

 

方針３：情報通信技術・ビッグデータ29の活用 

情報セキュリティを強化し、行政内部の情報システムを安定的に運用するとともに、

情報通信技術の進展に対応した行政サービスの向上や二次利用可能な行政情報の提供

等を行います。 

また、地域経済分析システム「RESAS（リーサス）」30をはじめとするビッグデー

タを有効に活用し、戦略的に施策を展開します。 

 

 

方針４：財政基盤の強化 

  安定した財政基盤を確立するため、限られた財源による事業の「選択と集中」を一層

強化するとともに、「第 6 次鳥取市行財政改革大綱31」に基づくさまざまな取組を推進

します。 

 

 

方針５：ファシリティマネジメント32の推進 

  公共施設の管理・更新・利活用を効果的に行うため、ファシリティマネジメントの考

え方に基づく手法を用いた施設経営の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
28連携中枢都市圏：人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点を

形成する圏域。 
29ビッグデータ：民間企業や行政が保有する多種多様なデータのことで、収集・分析をすることにより、新たな知見を発見

しようとするもの。 
30地域経済分析システム「RESAS（リーサス）」：地域経済に関連するさまざまなビッグデータから都道府県・市町村の

産業や企業の実態、観光客の流れ、人口の現状や将来等をわかりやすく「見える化」したシステム。 
31第 6 次鳥取市行財政改革大綱：平成 27 年度～31 年度の 5 年間を構想期間とした本市の行財政改革の指針となるもの。 
32ファシリティマネジメント：民間企業や行政などが組織活動のために、施設（建物、土地）などを総合的に企画、管理、

活用する経営活動。 
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第５節 第 10 次鳥取市総合計画の体系 

 基本構想に掲げる「まちづくりの目標」や「政策」、基本計画に掲げる「施策」、

重点施策として取り組む「鳥取市創生総合戦略」の全体像を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生涯学習の推進 

●教育の充実・郷土愛の醸成 

●スポーツ・レクリエーションの振興

●結婚・出産・子育て支援 

●健康づくり、疾病予防の推進 

●地域包括ケアの推進 

●障がいのある人の自立支援 

●安心できる社会保障制度の運営 

●人権擁護の推進と人権意識の醸成 

●男女共同参画社会の形成 

●雇用の創造・人材の確保 

●工業の振興 

●商業・サービス業の振興 

●農林水産業の振興 

●滞在型観光の推進 

●シティセールスの推進 

●協働のまちづくりの推進 

●ふるさと・いなか回帰の促進 

●魅力ある中山間地域の振興 

●中心市街地の活性化 

●世界に開かれたまちづくり 

●地域防災力の向上 

●防犯・交通安全対策の充実 

●安全な消費生活の確保 

●生活基盤の充実 

●公共交通の確保 

●循環型社会の形成 

●環境保全活動の推進 

●中核市移行等による地方分権の推進と開かれた市政の運営 

●自治体間の広域的な連携の推進 

●情報通信技術・ビッグデータの活用 

●財政基盤の強化 

●ファシリティマネジメントの推進 

まちづくりを支える自立した自

治体経営 

安全・安心なまち 

暮らしの安全を守るまちづくり 

快適でゆとりある生活環境づくり

●文化芸術の振興 

●文化財の整備・保存・活用 

地域に活気があるまち 

魅力ある鳥取文化づくり 

交流の拠点となるまちづくり 

協働のまちづくり 

施  策 

基本計画（H28 年度～32 年度）

鳥取市を飛躍させる、発展させる 

いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市 

新しいにぎわいのあるまち 

政  策 まちづくりの目標 

基本構想（H28 年度～37 年度） 

地域資源を生かしたまちづくり 

地域経済の再生と産業の底上げ 

互いの人権を尊重する 

心豊かな社会づくり 

住み慣れた地域でいきいきと 

暮らせるまちづくり 

豊かな心をもった、 

たくましいひとづくり 

安心して子どもを 

産み育てられるまちづくり 

めざす将来像 

まちづくりの理念 

安心して出産・子育てができ、 

すべてのひとが住みやすいまち 

重点施策 
 

～郷土愛を育み人がつながるまちむら創生～

鳥取市創生総合戦略 
（H27 年度～31 年度） 

Ⅲ にぎわいにあふれ安心して暮らせる‘まちづくり’

Ⅰ 次世代の鳥取市を担う‘ひとづくり’ 

Ⅱ 誰もが活躍できる‘しごとづくり’ 

（１）教育の充実・郷土愛の醸成 

（２）結婚・出産・子育て支援 

郷土愛を育む教育の推進 

次世代を見据えた特色ある教育の推進 

新たな出会いの創出と結婚支援 

妊娠・出産への包括的支援 

待機児童ゼロの継続と子育てサービスの充実 

仕事と生活の調和の推進 

（１）地域経済の再生と産業の底上げ 

成長産業の振興 

工業の振興 

商業・サービス業等の振興 

農林水産業の振興 

（２）人材の確保と育成強化 

人材育成・確保の推進 

新規創業・就農等の充実 

（１）ふるさと・いなか回帰の促進 

人材誘致・ふるさと回帰の充実 

田舎暮らし環境の充実 

（２）交流人口の拡大 

滞在型観光の推進 

文化芸術を生かした個性あるまちづくりの推進 

「すごい！鳥取市」による知名度アップ大作戦の

積極展開 

（３）住み良い環境づくり 

健康寿命の延伸につながる住み良い暮らしの実現

魅力ある中山間地域の振興 

多極型・コンパクトな都市環境を生かした安全な

まちづくりの推進 

中心市街地の活性化 

利便性の高い公共交通の確保 

広域連携及び自治体間連携の推進 

第 10 次鳥取市総合計画 
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第６節 第 10 次鳥取市総合計画と鳥取市創生総合戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 次鳥取市総合計画

いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、 

自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市 

基本構想 

（平成 28 年度～平成 37 年度） 

基本計画 

（平成 28 年度～平成 32 年度） 

重点施策 

～郷土愛を育み 人がつながる まちむら創生～ 

鳥取市創生総合戦略 

（平成27年度～平成31年度）

鳥取市創生総合戦略は第 10 次鳥取市総合計画の重点施策と位置づけます。 



- 20 - 
 

第 6 章 都市のすがた 

 「まちづくりの目標」を実現していくためには、市民生活を支える都市機能を

充実していくことが重要です。 

本市は、中心市街地と生活拠点を有機的に結ぶ多極ネットワーク型33のコンパク

トなまちづくりを進めます。 

 

１ 中心市街地 

  中心市街地は、行政、商業、医療、福祉、交通、教育、文化等の都市機能が集積した、

本市ならびに鳥取県東部地域の中心拠点です。 

  都市機能と居住の集積を生かした魅力とにぎわいのある中心市街地への再生を進め

ます。 

 

２ 地域生活拠点34 

  国府、福部、河原、用瀬、佐治、気高、鹿野、青谷地域の中心部をはじめ、各地域の

中心的役割を担っている地区は、市民の日常生活を支える拠点です。 

  日々の暮らしに不可欠な住居や近隣商業、地域交通、医療・福祉等の機能の充実・強

化を図り、安全に安心して暮らせる地域生活拠点の再生を進めます。  

 

３ その他の地域 

（１）市街地 

  高速交通ネットワークの整備が進む中、持続的成長を確保していくためには、多極ネ

ットワーク型のコンパクトなまちづくりを進めながら、産業基盤や観光基盤等の充実に

ついても、適宜適切な対応を図る必要があります。 

  周辺との調和に留意しながら計画的に、より一層の土地の有効活用を進めます。 

 

（２）中山間地域 

  恵まれた自然環境を有する中山間地域は、居住の場はもとより、農林水産業の生産の

場や観光・レクリエーションの場として多くの役割を担っています。 

  自立した地域コミュニティを維持するための移住定住の促進や農業生産力の強化、地

域の大部分を占める山林・農地が有する災害防止や水源かん養等の機能の維持・保全を

進めます。  

 

                                                  
33多極ネットワーク型：いわゆる一極集中型の都市構造ではなく、中心市街地や複数の生活拠点において、医療・福祉、商

業の各施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく、ネットワーク化

された公共交通により各施設に容易にアクセスできるなど、日常生活に必要な各種サービスが住まい等の身近に存在する

都市形態。 
34地域生活拠点：駅や総合支所周辺など、地域の中心的役割を担う地区として、行政支所機能、診療所、食品スーパー等の

日常生活に不可欠な生活サービス施設等が集積する地区。 
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多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくりのイメージ 

 

 

４ 面積及び土地利用状況 

本市の面積は、山陰地方の主要都市で最も広く、その約 7 割は林野となっています。 

 

＜鳥取市の面積及び土地利用＞      

宅地 32.60k ㎡

農用地 99.37k ㎡

林野 545.55k ㎡

その他 87.79k ㎡

面積 765.31k ㎡

  （平成２7 年 4 月１日現在） 

資料：鳥取市

総面積 

765.31ｋ㎡ 



 

 









鳥取市議会基本条例　（たたき台・会津若松市議会等参考条文入り） 【資料１６-２】

章 見出し（案） 条（仮）
項

（仮）
号

（仮）
条文（案）

項目
Ｎｏ

規定事項

前文 前文 1 前文

第
１
章

　
総
則

（目的）

第1条
　この条例は、鳥取市議会（以下「議会」という。）
の役割を明らかにするとともに、議会及び議員に
関する基本事項を定め、議会活動の活性化と市民
に開かれた議会の実現を図ることにより、市民福
祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とす
る。

2 目的

　議会は、次に掲げる原則に基づき運営されなけ
ればならない。

（１）
　市民に開かれた議会を目指し、情報公開及び市
民参加の促進に努めること。

3 情報公開（及び市民参加促進）

（２）
　市民に信頼される議会を目指し、公平性及び公
正性を確保すること。

4 公平性及び公正性の確保

（３）
　市民に親しまれる議会を目指し、わかりやすい言
葉・方法で説明責任を果たすこと。

5 （分かりやすい言葉での）説明責任

6
政策提言、政策立案の強化に努め
る

7 市政運営を監視・評価する

　議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなけれ
ばならない。

（１）
　議会が言論の場であること及び合議制の機関で
あることを認識し、議員相互の自由な議論を尊重
すること。

8 議員間の自由な討議の尊重

（２）
　多様な市民の意見及び市の実態の的確な把握
に努めるとともに、市民全体の福祉の増進を目指
すこと。

9
市民の意見把握、市民全体の福祉
向上

（３）
　市民の代表として誠実かつ公正に職務を執行す
るとともに、不断の研さんと調査研究に努めるこ
と。

10 誠実公正な職務執行

（危機管理）

第4条

　議会は、大規模災害等緊急事態から市民の生
命、身体及び財産の安全を確保するため、市長そ
の他の執行機関（以下「市長等」という。）と協力
し、危機管理体制の整備に努める。

42 危機管理について

（議員の活動原則）

　責務を果たす議会を目指し、市政の監視及び評
価並びに政策立案及び政策提言を行う機能の強
化に努めること。

（４）

（議会の活動原則）

第2条第
２
章

　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

第3条



鳥取市議会基本条例　（たたき台・会津若松市議会等参考条文入り） 【資料１６-２】

章 見出し（案） 条（仮）
項

（仮）
号

（仮）
条文（案）

項目
Ｎｏ

規定事項

前文 前文 1 前文

1
　議会は、市政及び議会活動に市民が参加できる
機会の充実を図るものとする。

3 （情報公開及び）市民参加促進

2
　議会は、市民に対して積極的に情報を発信し、よ
り多くの市民が市政及び議会について関心を持つ
ための情報の共有に努めるものとする。

11 積極的な情報発信について

15 公聴会の活用

16 参考人制度の活用

17 専門的知見の活用

18 市民の識見等を議会討議に反映

（会議の公開）

第6条
　議会は、本会議、委員会及び法第100条第12項
に規定する協議又は調整を行う場（以下「協議の
場」という。）のすべての会議を原則公開とする。

12 会議の公開について

19 市民との意見交換の場を設ける

22 議会報告会（意見交換会）について

1
　議会は、議会運営、審議内容及び議決結果につ
いて、市民に対して説明する責任を有する。

20 市民に対する説明責任（議決責任）

2
　議会は、議案に対する議員の賛否及び一般質問
の要旨を議会広報紙で公表する等、議員の活動
の情報提供に努めるものとする。

21 賛否公開等の情報提供

（議会広報）

第9条

　議会は、多様な手段を活用して議会活動を市民
に周知し、多くの市民が議会及び市政に関心を持
つよう広報に努めるものとする。

46 多様な手段による議会広報活動

23 執行部との緊張関係の保持

27 執行部との立場の違い

第
４
章

　
議
会
と
行
政
の
関
係

（緊張関係の保持）

（市民参加の促進）

（議会報告会）

第10条

　議会及び議員と市長等との関係は、その立場及
び権能の違いを踏まえ、緊張ある関係の保持に努
めるものとする。

第
３
章

　
市
民
と
議
会
の
関
係

（説明責任）

第7条

　議会は、市民との意見交換、議会報告等のた
め、議会報告会を開催するものとする。

第8条

　議会は、市民等の識見等を議会審査の参考とす
るため、必要に応じて地方自治法（昭和22年法律
第67号。以下「法」という。）第100条の2に規定する
学識経験者等による専門的知見の活用並びに法
第115条の2（法第109条第5項において準用する場
合を含む。）に規定する公聴会制度及び参考人制
度を活用するよう努めるものとする。

3

第5条



鳥取市議会基本条例　（たたき台・会津若松市議会等参考条文入り） 【資料１６-２】

章 見出し（案） 条（仮）
項

（仮）
号

（仮）
条文（案）

項目
Ｎｏ

規定事項

前文 前文 1 前文

24 一問一答方式の採用

25 質疑応答について

2
　市長等は、本会議、委員会及び協議の場におい
て、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又
は質問に対し、反問することができる。

26 反問権について

1

　議会は、市長等が提案する重要な政策、計画、
施策、事業等（以下「重要政策等」という。）につい
て、議会審議における論点及び争点を明らかに
し、その重要政策等の水準を高めることに資する
ため、市長等に対し、次に掲げる事項の説明及び
資料の提出を求めることができる。

（１） 　重要政策等の背景、経過、目的及び効果

（２）
　他の地方公共団体の類似する重要政策等との
比較検討

（３）
　重要政策等の形成過程での市民参加の有無及
びその内容

（４） 　総合計画又はその他の計画との整合性
（５） 　関係法令及び条例等
（６） 　財源措置及び将来にわたるコスト計算

2
　議会は、予算及び決算の審議に当たっては、市
長等に対し、前項の規定に準じた施策別又は事業
別の説明資料の提出を求めるものとする。

30
予算決算審議で市長へ事業別等の
説明要求

1
　議員定数は、議会機能の確保の観点に立ち、市
政の状況、将来見通し、市民の意見などを総合的
に判断し、決定するものとする。

2 　議員定数は、別に条例で定める。

1
　議員は、政策を中心とした同一の理念を共有す
る議員で構成する会派を結成することができる。

2
　会派は、議会運営及び政策形成に関し、必要に
応じて会派間の協議を行い、合意形成に努めるも
のとする。

3
　議長は、必要があると認めるときは、会派の代表
者の会議を開催する。

（議長）

第15条
　議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に
努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を
行わなければならない。

36
議長（議会の代表、中立公正等）に
ついて

（委員会）
第16条 　委員会は、その有する専門性の見地から調査及

び審査を行うとともに、積極的に政策立案及び政
策提言を行うものとする。

41 常任委員会

第
５
章

　
議
会
の
組
織

（論点の明確化）

第11条

（会派）

第14条

第13条

（議員定数）

28

　議員は、論点及び争点を明確にするため、本会
議における質疑及び質問を、一問一答方式で行う
ことができる。

1

（重要政策等の説
明及び審議）

第12条

33 議員定数について

重要な施策について市長へ論点情
報要求

29 論点・争点の明確化

34
35

会派について
会派代表者会



鳥取市議会基本条例　（たたき台・会津若松市議会等参考条文入り） 【資料１６-２】

章 見出し（案） 条（仮）
項

（仮）
号

（仮）
条文（案）

項目
Ｎｏ

規定事項

前文 前文 1 前文

（議会事務局）

第17条
　議会は、議会の政策立案能力の向上及び議会
の円滑かつ効率的な運営のため、議会事務局の
調査機能及び法務機能の充実並びに組織体制の
充実に努めるものとする。

43 議会事務局の強化、組織体制整備

（議会の合意形成）

第18条

　議会は、言論の場であることを踏まえ、議員相互
間の自由討議を尽くして、合意形成に努めるものと
する。

31
議員間の自由討議を尽くしての合意
形成

1
　議会は、法第96条第２項の規定に基づき、必要
な事項を議決事件として追加するものとする。

2
　前項の規定により追加する事項は、別に条例で
定める。

（議員研修）

第20条

　議会は、議員の政策立案能力等の向上を図るた
め、さまざまな機会を捉え、議員研修を実施するも
のとする。

49
議員研修の充実強化（研修会の開
催）

1
　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図
書室の充実に努めるものとする。

2 　議会図書室については、別に条例で定める。

（予算の確保）

第22条
　議会は、議事機関としての機能を確保するととも
に、円滑な議会運営、議会活動及び議員活動の充
実を図るため、必要な予算の確保に努めるものと
する。

54 予算の確保について

（法定外の審議会
等委員の就任）

第23条 　議員は、二元代表制及び住民自治の観点から、
政策的に議会が参画する必要があると判断するも
のを除き、原則として法定外の執行機関の諮問機
関及び審議会等の委員に就任しないものとする。

44
法定外の審議会等の委員に就任し
ない

1
　議会は、市民に信頼され開かれた議会をめざし、
さらなる議会改革を推進するものとする。

2
　議会は、議会改革を推進するため、議会改革検
討委員会を設置し、調査研究を行うものとする。

（議員の政治倫理）

第25条

1
　議員は、市民の代表者にふさわしい品位と見識
を養うとともに、自らの責務を正しく認識し、誠実か
つ公正に職務を遂行するものとする。

51 政治倫理について

1
　会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、
市政に関する調査研究その他の活動を積極的に
行うものとする。

2
　会派及び議員は、政務活動費を適正に執行する
とともに、説明責任を果たすものとする。

3
　政務活動費の交付については、別に条例で定め
る。

第
７
章

　
議
員
の
政
治
倫
理
及
び
待
遇

第24条

（議会改革の推進）

（政務活動費）

第
６
章

　
議
会
の
運
営

（議決事件）

（議会図書室）

第21条

53 政務活動費について

第26条

第19条

45 議決事件について

57
議会改革の推進について
（議会改革検討委員会）

50 議会図書室の設置（利用、充実）



鳥取市議会基本条例　（たたき台・会津若松市議会等参考条文入り） 【資料１６-２】

章 見出し（案） 条（仮）
項

（仮）
号

（仮）
条文（案）

項目
Ｎｏ

規定事項

前文 前文 1 前文

1
　この条例は、議会における最高規範であり、議会
は、この条例の趣旨に反する条例及び規則等の制
定又は改廃をしてはならない。

2
　議会は、議員がこの条例を遵守して議員活動が
行えるよう、議員の任期開始後速やかに、この条
例について研修を行わなければならない。

1

　議会は、一般選挙を経た任期開始後２年をめど
に、この条例の目的が達成されているかどうかを
検証し、その結果に基づき、必要に応じてこの条例
の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

2
　議会は、前項の規定にかかわらず、必要と認め
るときには、この条例の見直しなどを行うものとす
る。

第
9
章

　
補
則

（その他）
第29条

　この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定
めるものとする。

第
８
章

　
最
高
規
範
性
と
見
直
し

第27条

（最高規範性）

条例の見直しについて

第28条

（条例の見直し）

55 最高規範性について

56






